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ー
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規　
　
　

則

〇
宮
城
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
税　

務　

課
）　
　

一

告　
　
　

示

〇
国
土
調
査
の
成
果
の
認
証 

（
地
域
復
興
支
援
課
）　
　

一

〇
児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
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定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
の
指
定 

（
障
害
福
祉
課
）　
　

二

〇
地
域
森
林
計
画
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変
更
（
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件
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（
林
業
振
興
課
）　
　

二

〇
道
路
の
区
域
変
更
（
二
件
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（
道　

路　

課
）　
　

二

〇
都
市
計
画
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変
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（
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三

〇
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
縦
覧
（
五
件
） 

（　
　

同　
　

）　
　

三

公　
　
　

告

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
係
る
入
札
の
公
告 
（
管　

財　

課
）　
　

四

〇
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
（
三
件
） 

（
建
築
宅
地
課
）　
　

七

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
係
る
入
札
の
公
告
（
二

　

件
） 

（
教
育
庁
生
涯
学
習
課
）　
　

七

監
査
委
員

〇
定
期
監
査
結
果
に
対
す
る
措
置
の
公
表
（
二
件
） 

一
三

規　
　
　

則

　

宮
城
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
一
月
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
二
号

　
　
　

宮
城
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

宮
城
県
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
七
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
十
六
条
の
三
第
三
項
中
「
第
二
十
四
条
の
四
第
四
項
」
を
「
第
二
十
四
条
の
四
第
六
項
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
二
条
第
一
項
中
「
第
七
十
三
条
の
二
第
六
項
又
は
第
七
項
」
を
「
第
七
十
三
条
の
二
第
七
項
又
は
第
八
項
」

に
改
め
る
。

　

様
式
第
三
十
八
号
の
二
中
「第

24条
の
４
第
６
項

」
を
「第

24条
の
４
第
８
項

」
に
、「第

24条
の
４
第
２
項

」
を
「第

24条
の
４
第
４
項

」
に
、「第

24条
の
４
第
４
項

」
を
「第

24条
の
４
第
６
項

」
に
、「第

75条
の
２
第
３
項

」
を
「第

75条
の
２
第
５
項

」
に
、「第

75条
の
２
第
５
項

」
を
「第

75条
の
２
第
７
項

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
三
十
九
号
中
「固

定
資
産
価
格

」
を
「固

定
資
産
価
額

」
に
、「発

電
用
固
定
資
産

」
を
「発

電
用
固
定
資

産
，
電
力
容
量

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
四
十
九
号
中
「第

24条
の
４
第
５
項

」
を
「第

24条
の
４
第
７
項

」
に
、「第

24条
の
４
第
３
項

」
を
「第

24条
の
４
第
５
項

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
百
二
十
七
号
の
二
（
裏
）
中
「控

除
対
象
配
偶
者

」
を
「同

一
生
計
配
偶
者

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
百
二
十
七
号
の
三
中
「控

除
対
象
配
偶
者

」
を
「同

一
生
計
配
偶
者

」
に
、「第

23条
第
１
項
第
８
号

」
を
「第

23条
第
１
項
第
９
号

」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１ 　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か

ら
施
行
す
る
。

　

一　

第
三
十
二
条
第
一
項
の
改
正
規
定　

平
成
三
十
年
四
月
一
日

　

二　

様
式
第
百
二
十
七
号
の
二
（
裏
）
及
び
様
式
第
百
二
十
七
号
の
三
の
改
正
規
定　

平
成
三
十
一
年
一
月
一
日

　

（
経
過
措
置
）

２ 　

改
正
前
の
宮
城
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
る
諸
様
式
で
取
扱
い
上
著
し
く
支
障
の
な
い
も
の
に
つ
い
て

は
、
当
分
の
間
、
改
正
後
の
宮
城
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

告　
　
　

示

〇
宮
城
県
告
示
第
十
九
号

　

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土
調
査
の
成
果
を

認
証
し
た
。

　
　

平
成
三
十
年
一
月
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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一　

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

　
　

川
崎
町

二　

調
査
を
行
っ
た
時
期

　
　

平
成
二
十
七
年
度
か
ら
平
成
二
十
八
年
度
ま
で

三　

成
果
の
名
称

　
　

柴
田
郡
川
崎
町
の
地
籍
図
及
び
地
籍
簿

四　

調
査
を
行
っ
た
地
域

　

 　

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
小
野
字
釜
場
山
、
同
字
子
地
倉
山
の
一
部
、
同
字
裏
山
の
一
部
、
同
字
金
山
の
一
部
、
同
字

大
平
山
の
一
部
、
同
字
日
ノ
沢
の
一
部
、
同
字
山
岸
の
一
部
、
同
字
小
松
山
、
同
字
西
田
の
一
部

五　

認
証
年
月
日

　
　

平
成
三
十
年
一
月
五
日

〇
宮
城
県
告
示
第
二
十
号

　

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
五
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
児
通

所
支
援
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
四
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
一
月
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

指
定
障
害
児
通
所

支
援
の
種
類　
　

設
置
者
名

指
定
年
月
日

〇
四
五
一
五
〇
〇
七
四
八

田
尻
地
域
福
祉
事
業
所

　

あ
ぐ
り
き
っ
ず

大
崎
市
田
尻
北
牧
目
字

牧
目
三
十
九

－
九

放
課
後
等
デ
イ
サ

ー
ビ
ス

特
定
非
営
利
活

動
法
人
ワ
ー
カ

ー
ズ
コ
ー
プ

平
成
二
十
九
年

十
二
月
七
日

〇
四
五
一
三
〇
〇
四
五
三

チ
ャ
レ
ン
ジ
ド
岩
ヶ
崎

栗
原
市
栗
駒
岩
ヶ
崎
下

小
路
二
十
七
番
地

放
課
後
等
デ
イ
サ

ー
ビ
ス

株
式
会
社
リ
ツ

ワ

平
成
三
十
年
一

月
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
二
十
一
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
宮
城
北
部
地
域
森
林
計
画
を
変

更
し
た
の
で
、
同
法
第
六
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
一
月
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

地
域
森
林
計
画
の
名
称

　
　

宮
城
北
部
地
域
森
林
計
画
変
更
計
画

二　

縦
覧
場
所

　

 　

宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
林
業
振
興
課
）、
宮
城
県
仙
台
地
方
振
興
事
務
所
、
宮
城
県
北
部
地
方
振
興
事
務
所
（
栗

原
地
域
事
務
所
を
含
む
。）、
宮
城
県
東
部
地
方
振
興
事
務
所
（
登
米
地
域
事
務
所
を
含
む
。）
及
び
宮
城
県
気
仙
沼

地
方
振
興
事
務
所

〇
宮
城
県
告
示
第
二
十
二
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
宮
城
南
部
地
域
森
林
計
画
を
変

更
し
た
の
で
、
同
法
第
六
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
一
月
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

地
域
森
林
計
画
の
名
称

　
　

宮
城
南
部
地
域
森
林
計
画
変
更
計
画

二　

縦
覧
場
所

　

 　

宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
林
業
振
興
課
）、
宮
城
県
大
河
原
地
方
振
興
事
務
所
及
び
宮
城
県
仙
台
地
方
振
興
事
務

所
〇
宮
城
県
告
示
第
二
十
三
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
三
十
年
一
月
十
二
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東
部
土

木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
一
月
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

女
川
牡
鹿
線

三　

道
路
の
区
域変　

更　

の　

区　

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

備　
　

考

牡
鹿
郡
女
川
町
小
乗
浜
字
向
二
番
一
地
先
か

ら同
郡
同
町
鷲
神
浜
字
内
山
七
〇
番
地
先
ま
で

前
Ａ
　

八
・
七
〜

 

二
六
・
三

 

一
二
七
・
五
　

上
記
Ａ
及
び

Ｂ
は
、
関
係
図

面
に
表
示
す
る

敷
地
の
区
分
を

い
う
。

後
Ａ
　

八
・
七
〜

 

二
六
・
三

 

一
二
七
・
五

　

Ｂ
　

九
・
五
〜

 

一
二
〇
・
〇

 

七
〇
二
・
八

〇
宮
城
県
告
示
第
二
十
四
号
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道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
三
十
年
一
月
十
二
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東
部
土

木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
一
月
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

牡
鹿
半
島
公
園
線

三　

道
路
の
区
域変

更

の

区

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

牡
鹿
郡
女
川
町
鷲
神
浜
字
内
山
六
二
番
一
二
地
先

か
ら

同
郡
同
町
鷲
神
浜
字
内
山
八
四
番
二
地
先
ま
で

前

　

七
・
六
〜

 

一
八
・
四

 

四
五
八
・
七

後

　

七
・
六
〜

 

三
九
・
八

 

四
五
八
・
七

〇
宮
城
県
告
示
第
二
十
五
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
石
巻
広
域
都
市
計
画
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
。

　

な
お
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
都
市
計
画
に

つ
い
て
の
関
係
図
書
を
宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
一
月
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

石
巻
広
域
都
市
計
画
道
路

　

２　

名
称　

三
・
四
・
一
四
号　

七
窪
蛇
田
線

　
　
　
　
　
　

三
・
五
・
一
九
号　

山
下
内
海
橋
線

二　

都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
土
地
の
区
域

　

１　

追
加
す
る
部
分

　
　
　

石
巻
市
清
水
町
一
丁
目
、
石
巻
字
清
水
尻
、
田
道
町
一
丁
目
の
各
一
部

　

２　

廃
止
す
る
部
分

　
　

 　

石
巻
市
田
道
町
一
丁
目
、
清
水
町
一
丁
目
、
石
巻
字
清
水
尻
、
駅
前
北
通
り
四
丁
目
、
南
中
里
三
丁
目
、
南
中

里
四
丁
目
、
大
街
道
北
四
丁
目
、
貞
山
一
丁
目
、
貞
山
二
丁
目
、
貞
山
三
丁
目
、
貞
山
四
丁
目
、
錦
町
、
西
山
町
、

山
下
町
一
丁
目
の
各
一
部

〇
宮
城
県
告
示
第
二
十
六
号

　

仙
台
市
か
ら
仙
塩
広
域
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の

縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
一
月
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

仙
塩
広
域
都
市
計
画
地
区
計
画

　

２　

名
称　

錦
ケ
丘
東
地
区
計
画

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
二
十
七
号

　

岩
沼
市
か
ら
仙
塩
広
域
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の

縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
一
月
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

仙
塩
広
域
都
市
計
画
下
水
道

　

２　

名
称　

岩
沼
市
流
域
関
連
公
共
下
水
道

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
二
十
八
号

　

東
松
島
市
か
ら
石
巻
広
域
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年

法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆

の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
一
月
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
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石
巻
広
域
都
市
計
画
特
別
用
途
地
区

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
二
十
九
号

　

七
ヶ
浜
町
か
ら
仙
塩
広
域
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年

法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆

の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
一
月
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

仙
塩
広
域
都
市
計
画
地
区
計
画

　

２　

名
称　

代
ヶ
崎
浜
Ｂ
地
区
計
画

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
三
十
号

　

大
郷
町
か
ら
大
郷
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第

百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧

に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
一
月
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

大
郷
都
市
計
画
下
水
道

　

２　

名
称　

大
郷
町
流
域
関
連
特
定
環
境
保
全
公
共
下
水
道

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

公　
　
　

告

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
を
、
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
付
す
。

　
　

平
成
三
十
年
一
月
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

入
札
に
付
す
る
事
項

　

１　

調
達
案
件
及
び
数
量　

県
庁
舎
等
清
掃
業
務　

一
式

　

２　

調
達
案
件
の
仕
様
等　

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

　

３　

履
行
期
間　

平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

　

４　

履
行
場
所　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号
ほ
か

二　

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
に
関
す
る
事
項

　

１ 　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し
な
い
者
で
あ

る
こ
と
。

　

２ 　

宮
城
県
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
業
者
登
録
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
者
又
は
開
札
時
ま
で
に
宮
城

県
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
を
取
得
し
た
者
で
あ
る
こ
と
。

　

３ 　

平
成
十
二
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
民
事
再
生
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号
）
附
則
第
二
条
に
よ

る
廃
止
前
の
和
議
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
和
議
開
始
の
申
立
て

を
し
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

　

４ 　

平
成
十
二
年
四
月
一
日
以
後
に
民
事
再
生
法
第
二
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
再
生
手
続
開
始

の
申
立
て
を
し
て
い
な
い
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
同
法
第
三
十
三
条
第

一
項
の
再
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
者
が
、
そ
の
者
に
係
る
同
法
第
百
七
十
四
条
第
一
項
の
再
生
計
画
認
可

の
決
定
が
確
定
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
を
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
な
か
っ
た
者
又
は
申
立
て
を

な
さ
れ
な
か
っ
た
者
と
み
な
す
。

　

５ 　

会
社
更
生
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
更
生
手
続

開
始
の
申
立
て
を
し
て
い
な
い
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
て
い
な
い
者
（
同
法
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
更
生
事
件
に
係
る
も
の
を
含
む
。）
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
同
法
に
基
づ
く

更
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
者
が
そ
の
者
に
係
る
更
生
計
画
認
可
の
決
定
が
あ
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ

の
者
を
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
な
か
っ
た
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
な
か
っ
た
者
と
み
な
す
。

　

６ 　

宮
城
県
か
ら
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
資
格
制
限
の
措
置
を
受
け
て
い
る
期
間
中
の
者
で
な
い
こ

と
。

　

７ 　

宮
城
県
入
札
契
約
暴
力
団
等
排
除
要
綱
（
平
成
二
十
年
十
一
月
一
日
施
行
）
別
表
各
号
に
規
定
す
る
次
の
い
ず

れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

　
　

 　

な
お
、
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
使
用
人
が
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
業
務
と
し
て
行
っ
た
行

為
は
、
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
行
為
と
み
な
す
。

　
　

㈠ 　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
役
員
等
（
法
人
の
場
合
は
非
常
勤
を
含
む
役
員
及
び
支
配
人
並
び
に
支
店

又
は
営
業
所
の
代
表
者
、
そ
の
他
の
団
体
の
場
合
は
法
人
の
役
員
等
と
同
様
の
責
任
を
有
す
る
代
表
者
及
び
理

事
等
、
個
人
の
場
合
は
そ
の
者
並
び
に
支
配
人
及
び
営
業
所
の
代
表
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
が
暴
力
団
員
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に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
。
以
下
「
暴
対
法
」
と
い
う
。）

第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
（
以
下
「
暴
力
団
員
」
と
い
う
。）
で
あ
る
場
合
又
は
暴
力
団
員
が
経

営
に
事
実
上
参
加
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　
　

㈡ 　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
自
社
、
自
己
若
し
く
は
第
三
者
の
不
正
な
利
益
を
図

り
、
又
は
第
三
者
に
損
害
を
加
え
る
目
的
を
も
っ
て
、
暴
対
法
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
（
以
下
「
暴

力
団
」
と
い
う
。）、
暴
力
団
員
又
は
暴
力
団
、
暴
力
団
員
に
協
力
し
、
若
し
く
は
関
与
す
る
等
こ
れ
と
関
わ
り

を
持
つ
者
と
し
て
、
警
察
か
ら
通
報
が
あ
っ
た
者
若
し
く
は
警
察
が
確
認
し
た
者
（
以
下
「
暴
力
団
関
係
者
」

と
い
う
。）
の
威
力
を
利
用
す
る
な
ど
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　
　

㈢ 　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
、
暴
力
団
員
若
し
く
は
暴
力
団
関
係
者
（
以

下
「
暴
力
団
等
」
と
い
う
。）
又
は
暴
力
団
等
が
経
営
若
し
く
は
運
営
に
関
与
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
法
人

等
に
対
し
て
、
資
金
等
を
提
供
し
、
又
は
便
宜
を
供
与
す
る
な
ど
積
極
的
に
暴
力
団
の
維
持
運
営
に
協
力
し
、

又
は
関
与
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　
　

㈣ 　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
等
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有

し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　
　

㈤ 　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
等
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
こ
れ
と
取

引
し
た
り
、
又
は
不
当
に
利
用
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　

８ 　

建
築
物
に
お
け
る
衛
生
的
環
境
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
二
十
号
。
以
下
「
建
築
物
衛

生
法
」
と
い
う
。）
第
十
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
又
は
第
八
号
の
事
業
に
つ
い
て
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
知
事

の
登
録
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

　

９ 　

建
築
物
衛
生
法
第
十
二
条
の
二
第
一
項
第
七
号
の
事
業
に
つ
い
て
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
知
事
の
登
録
を
受
け

て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

　

10 　

平
成
二
十
六
年
度
以
降
に
お
い
て
、
延
べ
床
面
積
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
建
物
に
係
る
本
件
業
務
と
同
種

の
業
務
を
受
託
し
、
十
二
か
月
以
上
継
続
し
て
履
行
し
た
実
績
を
有
す
る
こ
と
。

　

11 　

入
札
参
加
資
格
申
請
場
所
及
び
提
出
期
限　

宮
城
県
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
で

入
札
を
希
望
す
る
者
は
、
宮
城
県
所
定
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
業
者
登
録
申
請
書
に
必
要
事
項
を

記
入
の
上
、
宮
城
県
出
納
局
契
約
課
管
理
班
（
〒
九
八
〇

－

八
五
七
〇　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八

番
一
号　

電
話
〇
二
二

－

二
一
一

－

三
三
三
五
）
へ
平
成
三
十
年
一
月
三
十
日
（
火
）
午
後
五
時
ま
で
に
提
出
す

る
こ
と
。

三　

入
札
書
の
提
出
場
所
等

　

１　

電
子
調
達
シ
ス
テ
ム
（
以
下
「
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
。）
の
利
用

　
　

㈠ 　

本
調
達
案
件
は
、
電
子
入
札
（
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は

認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ

れ
る
も
の
を
い
う
。）
の
送
受
信
に
よ
り
執
行
す
る
競
争
入
札
又
は
随
意
契
約
に
お
け
る
相
手
方
決
定
の
手
続

の
総
称
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
及
び
紙
入
札
（
書
面
に
よ
り
執
行
す
る
競
争
入
札
又
は
随
意
契
約
に
お
け
る

相
手
方
決
定
の
手
続
の
総
称
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
を
併
用
し
て
入
札
を
行
う
も
の
と
す
る
。

　
　

㈡ 　

本
調
達
案
件
に
参
加
す
る
者
の
う
ち
、
紙
入
札
を
希
望
す
る
者
は
、
入
札
説
明
書
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

あ
ら
か
じ
め
紙
入
札
参
加
承
認
願
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

２ 　

書
面
に
よ
る
入
札
書
の
提
出
場
所
、
契
約
条
項
及
び
契
約
条
件
を
示
す
場
所
、
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交

付
場
所
及
び
問
い
合
わ
せ
先

　
　
　

〒
九
八
〇

－

八
五
七
〇　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

　
　
　

宮
城
県
総
務
部
管
財
課
調
整
班
（
担
当　

根
井　

ち
さ
と　

電
話
〇
二
二

－

二
一
一

－

二
三
五
一
）

　

３ 　

書
面
に
よ
る
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付
期
限　

平
成
三
十
年
一
月
三
十
日
（
火
）
午
後
五
時
ま
で
。
た

だ
し
、
郵
送
に
よ
る
交
付
を
希
望
す
る
場
合
は
、
平
成
三
十
年
一
月
二
十
五
日
（
木
）
ま
で
２
宛
て
申
し
出
る
こ

と
。

　

４　

一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査

　
　

㈠ 　

シ
ス
テ
ム
を
用
い
て
参
加
資
格
審
査
を
受
け
る
場
合　

シ
ス
テ
ム
に
よ
り
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者

は
、
入
札
説
明
書
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
平
成
三
十
年
一
月
三
十
日
（
火
）
午
前
九
時
か
ら
平
成
三
十
年
二

月
七
日
（
水
）
午
後
五
時
ま
で
の
間
に
必
要
書
類
を
作
成
の
上
、
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
提
出
し
、
参
加
資
格
の
審

査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

㈡ 　

書
面
に
よ
り
参
加
資
格
審
査
を
受
け
る
場
合　

書
面
に
よ
り
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
入
札
説
明

書
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
平
成
三
十
年
一
月
三
十
日
（
火
）
午
前
九
時
か
ら
平
成
三
十
年
二
月
七
日
（
水
）

午
後
五
時
ま
で
の
間
に
必
要
書
類
を
作
成
の
上
、
提
出
し
、
参
加
資
格
の
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

㈢ 　

開
札
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
㈠
又
は
㈡
に
お
い
て
提
出
さ
れ
た
書
類
に
関
し
説
明
を
求
め
ら
れ
た
場
合

は
、
こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

５　

入
札
書
の
提
出
期
限
等

　
　

㈠　

シ
ス
テ
ム
を
用
い
て
入
札
す
る
場
合

　
　
　

 　

入
札
期
間　

平
成
三
十
年
二
月
十
五
日
（
木
）
午
前
九
時
か
ら
平
成
三
十
年
二
月
二
十
一
日
（
水
）
午
後
五

時
ま
で

　
　

㈡　

書
面
に
よ
り
入
札
書
を
提
出
す
る
場
合

　
　
　

イ　

日
時　

平
成
三
十
年
二
月
二
十
一
日
（
水
）
午
後
五
時

　
　
　

ロ　

場
所　

２
に
同
じ

　
　
　

ハ 　

郵
送
に
よ
る
場
合
は
、配
達
証
明
付
書
留
郵
便
に
よ
り
イ
の
日
時
ま
で
に
到
達
す
る
よ
う
提
出
す
る
こ
と
。
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た
だ
し
、
入
札
書
を
持
参
す
る
場
合
は
、
６
の
開
札
の
日
時
ま
で
開
札
場
所
へ
提
出
で
き
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　

ニ　

提
出
期
限
を
過
ぎ
て
提
出
さ
れ
た
入
札
書
は
、
い
か
な
る
事
由
が
あ
っ
て
も
受
理
し
な
い
。

　

６　

開
札
の
日
時
及
び
場
所

　
　
　

平
成
三
十
年
二
月
二
十
二
日
（
木
）
午
前
十
時　

宮
城
県
行
政
庁
舎
十
二
階　

一
二
〇
一
会
議
室

四　

入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者　

二
に
定
め
る
資
格
を
有
し
な
い
者

五　

入
札
参
加
に
当
た
っ
て
の
注
意
事
項

　

１ 　

調
査
基
準
価
格
に
つ
い
て　

本
入
札
は
、
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
七
号
）
第
百
条
の
二
及

び
「
清
掃
業
務
委
託
に
係
る
履
行
能
力
確
認
調
査
実
施
要
領
」（
平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
二
日
施
行
）
に
基
づ

き
調
査
基
準
価
格
を
設
け
る
の
で
、
そ
の
調
査
基
準
価
格
を
下
回
る
入
札
が
あ
っ
た
と
き
は
、
入
札
を
保
留
に
し

て
必
要
な
調
査
を
行
い
、
地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
予
定
価
格
の
範
囲

内
の
価
格
で
最
低
の
価
格
の
入
札
者
を
落
札
者
と
せ
ず
、
予
定
価
格
の
範
囲
内
の
価
格
を
も
っ
て
入
札
し
た
他
の

入
札
者
の
う
ち
最
低
価
格
の
入
札
者
を
落
札
者
と
す
る
こ
と
が
あ
る
。

　

２　

履
行
能
力
確
認
調
査
に
つ
い
て

　
　

㈠ 　

１
の
調
査
基
準
価
格
を
下
回
る
入
札
が
あ
り
、
入
札
が
保
留
に
な
っ
た
と
き
は
、
最
低
価
格
入
札
者
と
契
約

す
る
こ
と
が
、
契
約
の
適
正
履
行
及
び
公
正
な
取
引
の
秩
序
の
観
点
か
ら
支
障
が
な
い
か
を
数
値
的
判
断
基
準

に
よ
り
審
査
す
る
。

　
　
　

 　

ま
た
、
当
該
審
査
に
よ
り
落
札
不
適
当
と
な
ら
な
か
っ
た
場
合
は
、
最
低
価
格
入
札
者
か
ら
の
関
係
資
料
の

提
出
及
び
事
情
聴
取
並
び
に
関
係
機
関
へ
の
照
会
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
調
査
（
以
下
「
履
行
能
力
確
認
調

査
」
と
い
う
。）
す
る
。

　
　

㈡ 　

具
体
的
な
調
査
方
法
、
最
低
価
格
入
札
者
が
提
出
す
べ
き
資
料
等
、
履
行
能
力
確
認
調
査
に
関
す
る
内
容
は
、

「
清
掃
業
務
委
託
に
係
る
履
行
能
力
確
認
調
査
実
施
要
領
」
及
び
「
清
掃
業
務
委
託
履
行
能
力
確
認
調
査
・
審

査
基
準
」（
平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
二
日
施
行
）
に
規
定
さ
れ
て
お
り
、
宮
城
県
出
納
局
契
約
課
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
（http://w

w
w
.pref.m

iyagi.jp/soshiki/keiyaku/

）
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

３　

業
務
委
託
費
内
訳
書
に
つ
い
て

　
　

㈠ 　

調
査
基
準
価
格
を
下
回
る
入
札
が
あ
っ
た
と
き
は
、
調
査
基
準
価
格
を
下
回
る
入
札
を
行
っ
た
入
札
者
か

ら
、入
札
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
入
札
価
格
に
対
応
し
た
業
務
委
託
費
内
訳
書
の
提
出
を
求
め
る
場
合
が
あ
る
。

　
　

㈡　

業
務
委
託
費
内
訳
書
は
、
書
面
に
よ
り
提
出
す
る
こ
と
。

　
　

㈢　

業
務
委
託
費
内
訳
書
の
様
式
は
任
意
で
あ
る
が
、
最
低
限
数
量
、
単
価
、
金
額
等
を
記
載
す
る
こ
と
。

　

４ 　

調
査
基
準
価
格
を
下
回
る
価
格
で
落
札
さ
れ
た
と
き
の
調
査
協
力
に
つ
い
て　

こ
の
業
務
が
調
査
基
準
価
格
を

下
回
る
価
格
で
落
札
さ
れ
た
と
き
は
、
業
務
の
適
正
な
履
行
を
確
保
す
る
た
め
、
履
行
期
間
中
に
必
要
な
調
査
を

行
う
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
場
合
は
、
業
務
の
受
注
者
は
次
の
と
お
り
調
査
に
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

㈠ 　

受
注
者
は
、
そ
の
業
務
体
制
に
つ
い
て
記
載
し
た
書
類
を
作
成
し
、
宮
城
県
か
ら
そ
の
提
出
を
求
め
ら
れ
た

と
き
は
、
こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

㈡ 　

受
注
者
は
、
業
務
を
行
う
に
当
た
り
仕
様
書
に
基
づ
き
計
画
し
た
内
容
に
つ
い
て
記
載
し
た
書
類
を
作
成

し
、
宮
城
県
か
ら
そ
の
提
出
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

㈢ 　

㈠
及
び
㈡
に
規
定
す
る
書
類
に
つ
い
て
宮
城
県
か
ら
事
情
聴
取
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
こ
れ
に
応
じ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

　

５ 　

長
期
継
続
契
約
に
つ
い
て　

こ
の
業
務
は
、
年
度
当
初
か
ら
業
務
を
開
始
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
地
方
自

治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
及
び
地
方
自
治
法
施
行
令
に
基
づ
き
条
例
で
定
め
た
長
期
継
続
契
約

対
象
業
務
と
し
て
契
約
締
結
を
行
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
業
務
に
係
る
歳
出
予
算
が
不
成
立
と
な
っ
た
と
き
は

入
札
の
中
止
や
契
約
の
解
除
を
行
う
こ
と
が
あ
る
。

六　

そ
の
他

　

１　

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨　

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨
に
限
る
。

　

２ 　

入
札
保
証
金　

財
務
規
則
第
九
十
七
条
及
び
第
九
十
八
条
並
び
に
入
札
保
証
金
の
免
除
の
特
例
に
関
す
る
規
則

（
平
成
二
十
四
年
宮
城
県
規
則
第
四
十
五
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
。

　

３　

契
約
保
証
金　

財
務
規
則
第
百
十
三
条
及
び
第
百
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
。

　

４ 　

入
札
の
無
効　

本
公
告
に
示
し
た
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
及
び
入
札

者
に
求
め
ら
れ
る
義
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
者
の
し
た
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

　

５ 　

入
札
金
額
の
記
載
方
法　

契
約
金
額
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
消
費
税
及
び
地
方
消
費

税
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
を
切
り

捨
て
た
金
額
。
以
下
同
じ
。）
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ

る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
希
望
金
額
か
ら
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
相
当
す

る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

　

６ 　

落
札
者
の
決
定
方
法　

財
務
規
則
第
百
条
の
規
定
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
た
予
定
価
格
（
以
下
「
予
定
価
格
」

と
い
う
。）
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
し
た
者
を
落
札
者
と
す
る
。
た
だ
し
、

調
査
基
準
価
格
を
下
回
る
入
札
に
つ
い
て
、
落
札
者
と
な
る
べ
き
者
の
入
札
価
格
に
よ
っ
て
は
、
そ
の
者
に
よ
り

当
該
契
約
の
内
容
に
適
合
し
た
履
行
が
な
さ
れ
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
、
又
は
そ
の
者
と
契
約

を
締
結
す
る
こ
と
が
公
正
な
取
引
の
秩
序
を
乱
す
こ
と
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
っ
て
著
し
く
不
適
当
で
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
と
き
は
、
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
の
価
格
を
も
っ
て
入
札
し
た
他
の
者
の
う
ち
最
低
の
価
格
を
も
っ

て
入
札
し
た
者
を
落
札
者
と
す
る
こ
と
が
あ
る
。

　

７　

最
低
価
格
の
入
札
者
以
外
の
者
を
落
札
者
と
す
る
こ
と
の
有
無　

有

　

８　

契
約
書
作
成
の
要
否　

要
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９　

申
請
書
等
の
作
成
に
要
す
る
経
費　

申
請
書
等
を
提
出
す
る
入
札
参
加
希
望
者
の
負
担
と
す
る
。

　

10　

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

七　

概
要

　

Sum
m
ary

　

1

 　

N
ature and Q

uantity of Service Required : Cleaning of the M
iyagi Prefectural Governm

ent 

Building and other locations (1 set)

　

2

　

Period of Im
plem

entation : A
pril 1, 2018 to M

arch 31, 2021

　

3

　

Location of Im
plem

entation : 3-8-1 H
oncho, A

oba-ku, Sendai, M
iyagi, and other locations

　

4

 　

Location and D
eadline of Bid Subm

ission : February 21, 2018 (W
ed.), 5

:00 p.m
 General 

A
ffairs Section, Property M

anagem
ent D

ivision, G
eneral A

ffairs D
epartm

ent, M
iyagi 

Prefectural Governm
ent

　

5

 　

Location and D
ate of Bid Selection : February 22, 2018 (T

hu.), 10
:00 a.m

. Conference Room
 

1201, M
iyagi Prefectural Governm

ent Building

　

6

 　

Contact Inform
ation : Chisato N

ei, General A
ffairs Section, Property M

anagem
ent D

ivision 

General A
ffairs D

epartm
ent, M

iyagi Prefectural Governm
ent 3-8-1 H

oncho, A
oba-ku, Sendai, 

M
iyagi 980-8570 Japan T

EL: 022-211-2351

　
　
　
　

 

　
　
　
　

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
三
十
年
一
月
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一 　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

　

名
取
市
下
余
田
字
中
荷
二
百
六
十
七
番
一

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）
　

仙
台
市
宮
城
野
区
幸
町
三
丁
目
十
六
番
一
号　

幸
町
職

員
宿
舎
二
百
七

 

齋
藤　

正
俊　
　
　
　
　
　
　
　

 

齋
藤　

友
己　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　

 

　
　
　
　

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
三
十
年
一
月
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一 　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

　

多
賀
城
市
八
幡
二
丁
目
二
百
二
十
五
番
一
、
二
百
二
十

五
番
二
の
一
部
、
二
百
二
十
五
番
五
の
一
部
、
二
百
二
十

六
番
一
の
一
部
、
二
百
二
十
六
番
四
、
六
百
六
十
番
の
一

部
、
六
百
六
十
一
番

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）
　

仙
台
市
宮
城
野
区
榴
岡
二
丁
目
二
番
十
一
号

 

株
式
会
社
み
つ
ば　
　
　
　
　
　

　
　
　
　

 

　
　
　
　

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
三
十
年
一
月
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一 　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

　

多
賀
城
市
留
ヶ
谷
二
丁
目
百
五
番
一
の
一
部

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）
　

神
奈
川
県
横
浜
市
鶴
見
区
鶴
見
中
央
四
丁
目
三
十
三
番

一
号

 

ナ
イ
ス
株
式
会
社　
　
　
　
　
　

　
　
　
　

 

　
　
　
　

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
を
、
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
付
す
。

　
　

平
成
三
十
年
一
月
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

入
札
に
付
す
る
事
項

　

１　

調
達
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

宮
城
県
図
書
館
清
掃
業
務　

一
式

　

２　

調
達
役
務
の
仕
様
等　

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

　

３　

履
行
期
間　

平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

　

４　

履
行
場
所　

仙
台
市
泉
区
紫
山
一
丁
目
一
番
地
一　

宮
城
県
図
書
館

二　

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
に
関
す
る
事
項
等

　

１ 　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し
な
い
者
で
あ

る
こ
と
。

　

２ 　

宮
城
県
に
お
け
る
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
業
者
登
録
簿
に
登
載
さ
れ
て
い
る
者
又
は
入
札
参
加
資

格
確
認
最
終
日
ま
で
に
宮
城
県
に
お
け
る
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
を
取
得
し
た
者
で
あ
る
こ
と
。
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３ 　

公
告
の
日
か
ら
開
札
の
日
ま
で
宮
城
県
か
ら
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
資
格
制
限
の
措
置
を
受
け

て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

　

４ 　

平
成
十
二
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
民
事
再
生
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号
）
附
則
第
二
条
に
よ

る
廃
止
前
の
和
議
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
和
議
開
始
の
申
立
て

を
し
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

　

５ 　

平
成
十
二
年
四
月
一
日
以
後
に
民
事
再
生
法
第
二
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
再
生
手
続
開
始

の
申
立
て
を
し
て
い
な
い
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
同
法
第
三
十
三
条
第

一
項
の
再
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
者
が
、
そ
の
者
に
係
る
同
法
第
百
七
十
四
条
第
一
項
の
再
生
計
画
認
可

の
決
定
が
確
定
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
を
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
な
か
っ
た
者
又
は
申
立
て
を

な
さ
れ
な
か
っ
た
者
と
み
な
す
。

　

６ 　

会
社
更
生
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
更
生
手
続

開
始
の
申
立
て
を
し
て
い
な
い
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
て
い
な
い
者
（
同
法
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
更
生
事
件
に
係
る
も
の
を
含
む
。）
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
同
法
に
基
づ
く

更
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
者
が
そ
の
者
に
係
る
更
生
計
画
認
可
の
決
定
が
あ
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ

の
者
を
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
な
か
っ
た
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
な
か
っ
た
者
と
み
な
す
。

　

７ 　

宮
城
県
入
札
契
約
暴
力
団
等
排
除
要
綱
（
平
成
二
十
年
十
一
月
一
日
施
行
）
別
表
各
号
に
規
定
す
る
次
の
い
ず

れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

　
　

 　

な
お
、
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
使
用
人
が
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
業
務
と
し
て
行
っ
た
行

為
は
、
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
行
為
と
み
な
す
。

　
　

㈠ 　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
役
員
等
（
法
人
の
場
合
は
、
非
常
勤
を
含
む
役
員
及
び
支
配
人
並
び
に
支

店
又
は
営
業
所
の
代
表
者
、
そ
の
他
の
団
体
の
場
合
は
、
法
人
の
役
員
等
と
同
様
の
責
任
を
有
す
る
代
表
者
及

び
理
事
等
、
個
人
の
場
合
は
、
そ
の
者
並
び
に
支
配
人
及
び
営
業
所
の
代
表
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
が
暴

力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
。
以
下
「
暴
対
法
」
と

い
う
。）
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
（
以
下
「
暴
力
団
員
」
と
い
う
。）
で
あ
る
場
合
又
は
暴
力
団

員
が
経
営
に
事
実
上
参
加
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　
　

㈡ 　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
自
社
、
自
己
若
し
く
は
第
三
者
の
不
正
な
利
益
を
図

り
、
又
は
第
三
者
に
損
害
を
加
え
る
目
的
を
も
っ
て
、
暴
対
法
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
（
以
下
「
暴

力
団
」
と
い
う
。）、
暴
力
団
員
又
は
暴
力
団
、
暴
力
団
員
に
協
力
し
、
若
し
く
は
関
与
す
る
等
こ
れ
と
関
わ
り

を
持
つ
者
と
し
て
、
警
察
か
ら
通
報
が
あ
っ
た
者
若
し
く
は
警
察
が
確
認
し
た
者
（
以
下
「
暴
力
団
関
係
者
」

と
い
う
。）
の
威
力
を
利
用
す
る
な
ど
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　
　

㈢ 　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
、
暴
力
団
員
若
し
く
は
暴
力
団
関
係
者
（
以

下
「
暴
力
団
等
」
と
い
う
。）
又
は
暴
力
団
等
が
経
営
若
し
く
は
運
営
に
関
与
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
法
人

等
に
対
し
て
、
資
金
等
を
提
供
し
、
又
は
便
宜
を
供
与
す
る
な
ど
積
極
的
に
暴
力
団
の
維
持
運
営
に
協
力
し
、

又
は
関
与
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　
　

㈣ 　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
等
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有

し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　
　

㈤ 　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
等
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
こ
れ
と
取

引
し
た
り
、
又
は
不
当
に
利
用
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　

８ 　

建
築
物
に
お
け
る
衛
生
的
環
境
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
二
十
号
）
第
十
二
条
の
二
第

一
項
第
七
号
及
び
第
八
号
の
事
業
に
つ
い
て
、
同
項
に
規
定
す
る
知
事
の
登
録
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

　

９ 　

過
去
三
年
以
内
に
国
、
地
方
公
共
団
体
又
は
民
間
企
業
か
ら
本
件
業
務
と
同
種
の
業
務
の
委
託
を
受
け
、
延
べ

床
面
積
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
建
物
に
係
る
同
種
の
業
務
を
十
二
か
月
以
上
継
続
し
て
履
行
し
た
実
績
を
有

す
る
こ
と
（
現
在
履
行
中
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
契
約
締
結
後
十
二
か
月
以
上
経
過
し
て
い
る
も
の
を
含
む
。）。

　

10 　

入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
８
及
び
９
に
掲
げ
る
事
項
を
証
す
る
書
類
を
平
成
三
十
年
二
月
六
日
午
後
五

時
ま
で
に
三
の
２
に
掲
げ
る
場
所
に
提
出
す
る
と
と
も
に
、
開
札
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
当
該
書
類
に
関
し
説

明
を
求
め
ら
れ
た
場
合
は
、
こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

11 　

入
札
参
加
資
格
申
請
場
所
及
び
提
出
期
限　

宮
城
県
に
お
け
る
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
の
な

い
者
で
入
札
を
希
望
す
る
者
は
、
当
県
所
定
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
業
者
登
録
申
請
書
に
必
要
事

項
を
記
入
の
上
、
宮
城
県
出
納
局
契
約
課
管
理
班
（
〒
九
八
〇

－

八
五
七
〇　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁

目
八
番
一
号　

電
話
〇
二
二

－

二
一
一

－

三
三
三
五
）
へ
平
成
三
十
年
一
月
二
十
四
日
午
後
五
時
ま
で
に
提
出
す

る
こ
と
。

三　

入
札
書
の
提
出
場
所
等

　

１　

電
子
調
達
シ
ス
テ
ム
の
利
用

　
　

㈠ 　

本
調
達
案
件
は
、
電
子
入
札
（
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は

認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ

れ
る
も
の
を
い
う
。）
の
送
受
信
に
よ
り
執
行
す
る
競
争
入
札
又
は
随
意
契
約
に
お
け
る
相
手
方
決
定
の
手
続

の
総
称
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
及
び
紙
入
札
（
書
面
に
よ
り
執
行
す
る
競
争
入
札
又
は
随
意
契
約
に
お
け
る

相
手
方
決
定
の
手
続
の
総
称
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
を
併
用
し
て
入
札
を
行
う
も
の
と
す
る
。

　
　

㈡ 　

本
調
達
案
件
に
参
加
す
る
者
の
う
ち
、
紙
入
札
を
希
望
す
る
者
は
、
入
札
説
明
書
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

あ
ら
か
じ
め
紙
入
札
参
加
承
認
願
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

２ 　

書
面
に
よ
る
入
札
書
の
提
出
場
所
、
契
約
条
項
及
び
契
約
条
件
を
示
す
場
所
、
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交

付
場
所
及
び
問
い
合
わ
せ
先
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〒
九
八
〇

－

八
四
二
三　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号　

宮
城
県
行
政
庁
舎
十
五
階

　
　
　

宮
城
県
教
育
庁
生
涯
学
習
課
管
理
調
整
班
（
担
当　

馬
場　

電
話
〇
二
二

－

二
一
一

－

三
六
五
一
）

　

３　

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付
期
限

　
　

 　

平
成
三
十
年
一
月
三
十
日
午
後
五
時
ま
で
。
た
だ
し
、
郵
送
に
よ
る
交
付
を
希
望
す
る
場
合
は
、
平
成
三
十
年

一
月
二
十
五
日
正
午
ま
で
に
２
あ
て
申
し
出
る
こ
と
。

　

４　

一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査

　
　

 　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
入
札
説
明
書
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
平
成
三
十
年
二
月
六
日
午
後
五
時

ま
で
に
必
要
書
類
を
作
成
の
上
提
出
し
、
参
加
資
格
の
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
開
札
日
ま
で

の
間
に
お
い
て
、
当
該
書
類
に
関
し
説
明
を
求
め
ら
れ
た
場
合
は
、
こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

５　

入
札
書
の
提
出
期
限

　
　

㈠　

宮
城
県
物
品
等
電
子
調
達
シ
ス
テ
ム
を
用
い
て
入
札
す
る
場
合

　
　
　
　

入
札
の
期
間　

平
成
三
十
年
二
月
十
四
日
午
前
九
時
か
ら
平
成
三
十
年
二
月
二
十
一
日
午
後
五
時
ま
で

　
　

㈡　

書
面
に
よ
り
入
札
書
を
提
出
す
る
場
合

　
　
　

 　

平
成
三
十
年
二
月
二
十
一
日
午
後
五
時
ま
で
（
郵
送
に
よ
り
提
出
す
る
場
合
は
二
重
封
筒
と
し
、
外
封
筒
に

入
札
に
係
る
調
達
案
件
の
名
称
及
び
開
札
日
を
記
載
し
、
入
札
書
在
中
の
旨
を
朱
書
き
の
上
、
配
達
証
明
付
書

留
郵
便
に
て
提
出
期
限
ま
で
に
到
達
す
る
こ
と
。）。
た
だ
し
、
入
札
書
を
持
参
す
る
場
合
は
、
６
の
開
札
の
日

時
に
開
札
場
所
へ
提
出
で
き
る
も
の
と
す
る
。

　

６　

開
札
の
日
時
及
び
場
所

　
　
　

平
成
三
十
年
二
月
二
十
二
日
午
後
二
時　

宮
城
県
行
政
庁
舎
二
階　

第
二
入
札
室

四　

入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者

　

１　

二
に
定
め
る
資
格
を
有
し
な
い
者

　

２　

当
該
調
達
案
件
に
係
る
入
札
説
明
書
の
原
本
の
交
付
を
受
け
な
い
者

五　

入
札
参
加
に
当
た
っ
て
の
注
意
事
項

　

１ 　

調
査
基
準
価
格
に
つ
い
て　

本
入
札
は
、
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
七
号
）
第
百
条
の
二
及

び
「
清
掃
業
務
委
託
に
係
る
履
行
能
力
確
認
調
査
実
施
要
領
」
に
基
づ
き
調
査
基
準
価
格
を
設
け
る
の
で
、
そ
の

調
査
基
準
価
格
を
下
回
る
入
札
が
あ
っ
た
と
き
は
、
入
札
を
保
留
に
し
て
調
査
を
行
い
、
地
方
自
治
法
施
行
令
第

百
六
十
七
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
予
定
価
格
の
範
囲
内
の
価
格
で
最
低
の
価
格
の
入
札
者
を
落
札
者
と

せ
ず
、
予
定
価
格
の
範
囲
内
の
価
格
を
も
っ
て
入
札
し
た
他
の
入
札
者
の
う
ち
最
低
価
格
の
入
札
者
を
落
札
者
と

す
る
こ
と
が
あ
る
。

　

２　

履
行
能
力
確
認
調
査
に
つ
い
て

　
　

㈠ 　

１
の
調
査
基
準
価
格
を
下
回
る
入
札
が
あ
り
、
入
札
が
保
留
に
な
っ
た
と
き
は
、
最
低
価
格
入
札
者
か
ら
の

関
係
資
料
の
提
出
及
び
事
情
聴
取
並
び
に
関
係
機
関
へ
の
照
会
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
最
低
価
格
入
札
者
と

契
約
す
る
こ
と
が
、契
約
の
適
正
履
行
及
び
公
正
な
取
引
の
秩
序
の
観
点
か
ら
支
障
が
な
い
か
調
査（
以
下「
履

行
能
力
確
認
調
査
」
と
い
う
。）
す
る
。

　
　

㈡ 　

具
体
的
な
調
査
方
法
や
最
低
価
格
入
札
者
が
提
出
す
べ
き
資
料
等
、
履
行
能
力
確
認
調
査
に
関
す
る
内
容

は
、「
清
掃
業
務
委
託
に
係
る
履
行
能
力
確
認
調
査
実
施
要
領
」
及
び
「
清
掃
業
務
委
託
履
行
能
力
確
認
調
査
・

審
査
基
準
」
に
規
定
さ
れ
て
お
り
、
宮
城
県
出
納
局
契
約
課
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://w

w
w
.pref.m

iyagi.

jp/soshiki/keiyaku/

）
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

３　

業
務
委
託
費
内
訳
書
に
つ
い
て

　
　

㈠ 　

調
査
基
準
価
格
を
下
回
る
入
札
が
あ
っ
た
と
き
は
、
調
査
基
準
価
格
を
下
回
る
入
札
を
行
っ
た
者
か
ら
入
札

書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
入
札
価
格
に
対
応
し
た
業
務
委
託
費
内
訳
書
の
提
出
を
求
め
る
場
合
が
あ
る
。

　
　

㈡　

業
務
委
託
費
内
訳
書
は
、
書
面
に
よ
り
提
出
す
る
こ
と
。

　
　

㈢　

業
務
委
託
費
内
訳
書
の
様
式
は
任
意
で
あ
る
が
、
最
低
限
数
量
、
単
価
、
金
額
等
を
記
載
す
る
こ
と
。

　

４ 　

調
査
基
準
価
格
を
下
回
る
価
格
で
落
札
さ
れ
た
と
き
の
調
査
協
力
に
つ
い
て　

こ
の
業
務
が
調
査
基
準
価
格
を

下
回
る
価
格
で
落
札
さ
れ
た
と
き
は
、
業
務
の
適
正
な
履
行
を
確
保
す
る
た
め
、
履
行
期
間
中
に
必
要
な
調
査
を

行
う
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
場
合
は
、
業
務
の
受
注
者
は
次
の
と
お
り
調
査
に
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

㈠ 　

受
注
者
は
、
そ
の
業
務
体
制
に
つ
い
て
記
載
し
た
書
類
を
作
成
し
、
宮
城
県
か
ら
そ
の
提
出
を
求
め
ら
れ
た

と
き
は
、
こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

㈡ 　

受
注
者
は
、
業
務
を
行
う
に
当
た
り
仕
様
書
に
基
づ
き
計
画
し
た
内
容
に
つ
い
て
記
載
し
た
書
類
を
作
成

し
、
宮
城
県
か
ら
そ
の
提
出
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

㈢ 　

㈠
及
び
㈡
に
規
定
す
る
書
類
に
つ
い
て
宮
城
県
か
ら
事
情
聴
取
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
こ
れ
に
応
じ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

　

５ 　

長
期
継
続
契
約
に
つ
い
て　

こ
の
業
務
は
、
年
度
当
初
か
ら
業
務
を
開
始
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
地
方
自

治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
及
び
地
方
自
治
法
施
行
令
に
基
づ
き
条
例
で
定
め
た
長
期
継
続
契
約

対
象
業
務
と
し
て
い
る
た
め
、
こ
の
業
務
に
係
る
歳
出
予
算
が
不
成
立
と
な
っ
た
と
き
は
入
札
の
中
止
や
契
約
の

解
除
を
行
う
こ
と
が
あ
る
。

六　

そ
の
他

　

１　

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨　

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨
に
限
る
。

　

２ 　

入
札
保
証
金　

財
務
規
則
第
九
十
七
条
及
び
第
九
十
八
条
並
び
に
入
札
保
証
金
の
免
除
の
特
例
に
関
す
る
規
則

（
平
成
二
十
四
年
宮
城
県
規
則
第
四
十
五
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
。

　

３　

契
約
保
証
金　

財
務
規
則
第
百
十
三
条
及
び
第
百
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
。

　

４ 　

入
札
の
無
効　

本
公
告
に
示
し
た
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
及
び
入
札
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者
に
求
め
ら
れ
る
義
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
者
の
し
た
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

　

５ 　

入
札
金
額
の
記
載
方
法　

契
約
金
額
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
八
に
相
当
す
る

消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て

た
金
額
。）
を
加
え
た
金
額
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
業
者
で
あ
る
か

免
税
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
希
望
金
額
の
百
八
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記

載
す
る
こ
と
。

　

６ 　

落
札
者
の
決
定
の
方
法　

財
務
規
則
第
百
条
の
規
定
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
た
予
定
価
格
（
以
下
「
予
定
価
格
」

と
い
う
。）
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
し
た
者
を
落
札
者
と
す
る
。
た
だ
し
、

調
査
基
準
価
格
を
下
回
る
入
札
に
つ
い
て
、
落
札
者
と
な
る
べ
き
者
の
入
札
価
格
に
よ
っ
て
は
、
そ
の
者
に
よ
り

当
該
契
約
の
内
容
に
適
合
し
た
履
行
が
な
さ
れ
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
又
は
そ
の
者
と
契
約
を

締
結
す
る
こ
と
が
公
正
な
取
引
の
秩
序
を
乱
す
こ
と
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
っ
て
著
し
く
不
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
と
き
は
、
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
の
価
格
を
も
っ
て
入
札
し
た
他
の
者
の
う
ち
最
低
の
価
格
を
も
っ
て

入
札
し
た
者
を
落
札
者
と
す
る
こ
と
が
あ
る
。

　

７　

契
約
書
作
成
の
要
否　

要

　

８　

申
請
書
等
の
作
成
に
要
す
る
経
費　

申
請
書
等
を
提
出
す
る
入
札
参
加
希
望
者
の
負
担
と
す
る
。

　

９　

詳
細
は
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

七　

概
要

　

Sum
m
ary

　

1

　

N
ature and Q

uantity of Service Required : Cleaning of the M
iyagi Prefectural Library (1 set)

　

2

　

Period of Im
plem

entation : A
pril 1, 2018 to M

arch 31, 2021

　

3

 　

D
eadline of Bid Selection (by electronic subm

ission system
) : February 14, 2018 (W

ed.), 9
:00 

a.m
. to February 21, 2018 (W

ed.), 5
:00 p.m

.

　

4

 　

D
eadline and Location of Bid Selection (in person) : February 22, 2018 (T

hu.), 2
:00 p.m

. 

Second Bidding Room
, 2nd floor of M

iyagi Prefectural Governm
ent Building

　

5

　

D
eadline of Bid Selection (by m

ail) : February 21, 2018 (W
ed.), 5

:00 p.m
.

　

6

 　

Contact Inform
ation : M

anagem
ent Section, Life-Long Learning D

ivision, Board of Education 

Secretariat, M
iyagi Prefecture 3-8-1 H

oncho, A
oba-ku, Sendai, M

iyagi 980-8423 Japan T
el.: 022-

211-3651

　

7

　

Language and Currency U
sed in Contract Procedures : Japanese and Japanese Y

en only

　
　
　
　

 

　
　
　
　

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
を
、
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
付
す
。

　
　

平
成
三
十
年
一
月
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

入
札
に
付
す
る
事
項

　

１　

調
達
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

宮
城
県
美
術
館
清
掃
業
務　

一
式

　

２　

調
達
役
務
の
仕
様
等　

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

　

３　

履
行
期
間　

平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

　

４　

履
行
場
所　

仙
台
市
青
葉
区
川
内
元
支
倉
三
十
四
番
一　

宮
城
県
美
術
館

二　

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
に
関
す
る
事
項
等

　

１ 　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し
な
い
者
で
あ

る
こ
と
。

　

２ 　

宮
城
県
に
お
け
る
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
業
者
登
録
簿
に
登
載
さ
れ
て
い
る
者
又
は
入
札
参
加
資

格
確
認
最
終
日
ま
で
に
宮
城
県
に
お
け
る
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
を
取
得
し
た
者
で
あ
る
こ
と
。

　

３ 　

公
告
の
日
か
ら
開
札
の
日
ま
で
宮
城
県
か
ら
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
資
格
制
限
の
措
置
を
受
け

て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

　

４ 　

平
成
十
二
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
民
事
再
生
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号
）
附
則
第
二
条
に
よ

る
廃
止
前
の
和
議
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
和
議
開
始
の
申
立
て

を
し
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

　

５ 　

平
成
十
二
年
四
月
一
日
以
後
に
民
事
再
生
法
第
二
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
再
生
手
続
開
始

の
申
立
て
を
し
て
い
な
い
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
同
法
第
三
十
三
条
第

一
項
の
再
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
者
が
、
そ
の
者
に
係
る
同
法
第
百
七
十
四
条
第
一
項
の
再
生
計
画
認
可

の
決
定
が
確
定
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
を
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
な
か
っ
た
者
又
は
申
立
て
を

な
さ
れ
な
か
っ
た
者
と
み
な
す
。

　

６ 　

会
社
更
生
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
更
生
手
続

開
始
の
申
立
て
を
し
て
い
な
い
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
て
い
な
い
者
（
同
法
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
更
生
事
件
に
係
る
も
の
を
含
む
。）
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
同
法
に
基
づ
く

更
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
者
が
そ
の
者
に
係
る
更
生
計
画
認
可
の
決
定
が
あ
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ

の
者
を
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
な
か
っ
た
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
な
か
っ
た
者
と
み
な
す
。

　

７ 　

宮
城
県
入
札
契
約
暴
力
団
等
排
除
要
綱
（
平
成
二
十
年
十
一
月
一
日
施
行
）
別
表
各
号
に
規
定
す
る
次
の
い
ず

れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

　
　

 　

な
お
、
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
使
用
人
が
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
業
務
と
し
て
行
っ
た
行

為
は
、
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
行
為
と
み
な
す
。
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㈠ 　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
役
員
等
（
法
人
の
場
合
は
、
非
常
勤
を
含
む
役
員
及
び
支
配
人
並
び
に
支

店
又
は
営
業
所
の
代
表
者
、
そ
の
他
の
団
体
の
場
合
は
、
法
人
の
役
員
等
と
同
様
の
責
任
を
有
す
る
代
表
者
及

び
理
事
等
、
個
人
の
場
合
は
、
そ
の
者
並
び
に
支
配
人
及
び
営
業
所
の
代
表
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
が
暴

力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
。
以
下
「
暴
対
法
」
と

い
う
。）
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
（
以
下
「
暴
力
団
員
」
と
い
う
。）
で
あ
る
場
合
又
は
暴
力
団

員
が
経
営
に
事
実
上
参
加
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　
　

㈡ 　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
自
社
、
自
己
若
し
く
は
第
三
者
の
不
正
な
利
益
を
図

り
、
又
は
第
三
者
に
損
害
を
加
え
る
目
的
を
も
っ
て
、
暴
対
法
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
（
以
下
「
暴

力
団
」
と
い
う
。）、
暴
力
団
員
又
は
暴
力
団
、
暴
力
団
員
に
協
力
し
、
若
し
く
は
関
与
す
る
等
こ
れ
と
関
わ
り

を
持
つ
者
と
し
て
、
警
察
か
ら
通
報
が
あ
っ
た
者
若
し
く
は
警
察
が
確
認
し
た
者
（
以
下
「
暴
力
団
関
係
者
」

と
い
う
。）
の
威
力
を
利
用
す
る
な
ど
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　
　

㈢ 　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
、
暴
力
団
員
若
し
く
は
暴
力
団
関
係
者
（
以

下
「
暴
力
団
等
」
と
い
う
。）
又
は
暴
力
団
等
が
経
営
若
し
く
は
運
営
に
関
与
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
法
人

等
に
対
し
て
、
資
金
等
を
提
供
し
、
又
は
便
宜
を
供
与
す
る
な
ど
積
極
的
に
暴
力
団
の
維
持
運
営
に
協
力
し
、

又
は
関
与
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　
　

㈣ 　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
等
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有

し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　
　

㈤ 　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
等
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
こ
れ
と
取

引
し
た
り
、
又
は
不
当
に
利
用
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　

８ 　

建
築
物
に
お
け
る
衛
生
的
環
境
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
二
十
号
）
第
十
二
条
の
二
第

一
項
第
七
号
及
び
第
八
号
の
事
業
に
つ
い
て
、
同
項
に
規
定
す
る
知
事
の
登
録
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

　

９ 　

過
去
五
年
以
内
に
国
、
地
方
公
共
団
体
又
は
民
間
企
業
か
ら
本
件
業
務
と
同
種
の
業
務
の
委
託
を
受
け
、
延
べ

床
面
積
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
美
術
館
、
博
物
館
、
病
院
等
の
建
物
に
係
る
同
種
の
業
務
を
、
十
二
か
月
以

上
継
続
し
て
履
行
し
た
実
績
を
有
す
る
こ
と
（
現
在
履
行
中
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
契
約
締
結
後
十
二
か
月
以
上

経
過
し
て
い
る
も
の
を
含
む
。）。

　

10 　

入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
８
及
び
９
に
掲
げ
る
事
項
を
証
す
る
書
類
を
平
成
三
十
年
二
月
六
日
午
後
五

時
ま
で
に
三
の
２
に
掲
げ
る
場
所
に
提
出
す
る
と
と
も
に
、
開
札
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
当
該
書
類
に
関
し
説

明
を
求
め
ら
れ
た
場
合
は
、
こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

11 　

入
札
参
加
資
格
申
請
場
所
及
び
提
出
期
限　

宮
城
県
に
お
け
る
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
の
な

い
者
で
入
札
を
希
望
す
る
者
は
、
当
県
所
定
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
業
者
登
録
申
請
書
に
必
要
事

項
を
記
入
の
上
、
宮
城
県
出
納
局
契
約
課
管
理
班
（
〒
九
八
〇

－

八
五
七
〇　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁

目
八
番
一
号　

電
話
〇
二
二

－

二
一
一

－

三
三
三
五
）
へ
平
成
三
十
年
一
月
二
十
四
日
午
後
五
時
ま
で
に
提
出
す

る
こ
と
。

三　

入
札
書
の
提
出
場
所
等

　

１　

電
子
調
達
シ
ス
テ
ム
の
利
用

　
　

㈠ 　

本
調
達
案
件
は
、
電
子
入
札
（
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は

認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ

れ
る
も
の
を
い
う
。）
の
送
受
信
に
よ
り
執
行
す
る
競
争
入
札
又
は
随
意
契
約
に
お
け
る
相
手
方
決
定
の
手
続

の
総
称
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
及
び
紙
入
札
（
書
面
に
よ
り
執
行
す
る
競
争
入
札
又
は
随
意
契
約
に
お
け
る

相
手
方
決
定
の
手
続
の
総
称
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
を
併
用
し
て
入
札
を
行
う
も
の
と
す
る
。

　
　

㈡ 　

本
調
達
案
件
に
参
加
す
る
者
の
う
ち
、
紙
入
札
を
希
望
す
る
者
は
、
入
札
説
明
書
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

あ
ら
か
じ
め
紙
入
札
参
加
承
認
願
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

２ 　

書
面
に
よ
る
入
札
書
の
提
出
場
所
、
契
約
条
項
及
び
契
約
条
件
を
示
す
場
所
、
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交

付
場
所
及
び
問
い
合
わ
せ
先

　
　
　

〒
九
八
〇

－

八
四
二
三　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号　

宮
城
県
行
政
庁
舎
十
五
階

　
　
　

宮
城
県
教
育
庁
生
涯
学
習
課
管
理
調
整
班
（
担
当　

馬
場　

電
話
〇
二
二

－

二
一
一

－

三
六
五
一
）

　

３　

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付
期
限

　
　

 　

平
成
三
十
年
一
月
三
十
日
午
後
五
時
ま
で
。
た
だ
し
、
郵
送
に
よ
る
交
付
を
希
望
す
る
場
合
は
、
平
成
三
十
年

一
月
二
十
五
日
正
午
ま
で
に
２
あ
て
申
し
出
る
こ
と
。

　

４　

一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査

　
　

 　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
入
札
説
明
書
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
平
成
三
十
年
二
月
六
日
午
後
五
時

ま
で
に
必
要
書
類
を
作
成
の
上
提
出
し
、
参
加
資
格
の
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
開
札
日
ま
で

の
間
に
お
い
て
、
当
該
書
類
に
関
し
説
明
を
求
め
ら
れ
た
場
合
は
、
こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

５　

入
札
書
の
提
出
期
限

　
　

㈠　

宮
城
県
物
品
等
電
子
調
達
シ
ス
テ
ム
を
用
い
て
入
札
す
る
場
合　

　
　
　
　

入
札
の
期
間　

平
成
三
十
年
二
月
十
四
日
午
前
九
時
か
ら
平
成
三
十
年
二
月
二
十
一
日
午
後
五
時
ま
で

　
　

㈡　

書
面
に
よ
り
入
札
書
を
提
出
す
る
場
合

　
　
　

 　

平
成
三
十
年
二
月
二
十
一
日
午
後
五
時
ま
で
（
郵
送
に
よ
り
提
出
す
る
場
合
は
二
重
封
筒
と
し
、
外
封
筒
に

入
札
に
係
る
調
達
案
件
の
名
称
及
び
開
札
日
を
記
載
し
、
入
札
書
在
中
の
旨
を
朱
書
き
の
上
、
配
達
証
明
付
書

留
郵
便
に
て
提
出
期
限
ま
で
に
到
達
す
る
こ
と
。）。
た
だ
し
、
入
札
書
を
持
参
す
る
場
合
は
、
６
の
開
札
の
日

時
に
開
札
場
所
へ
提
出
で
き
る
も
の
と
す
る
。

　

６　

開
札
の
日
時
及
び
場
所
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平
成
三
十
年
二
月
二
十
二
日
午
後
三
時　

宮
城
県
行
政
庁
舎
二
階　

第
二
入
札
室

四　

入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者

　

１　

二
に
定
め
る
資
格
を
有
し
な
い
者

　

２　

当
該
調
達
案
件
に
係
る
入
札
説
明
書
の
原
本
の
交
付
を
受
け
な
い
者

五　

入
札
参
加
に
当
た
っ
て
の
注
意
事
項

　

１ 　

調
査
基
準
価
格
に
つ
い
て　

本
入
札
は
、
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
七
号
）
第
百
条
の
二
及

び
「
清
掃
業
務
委
託
に
係
る
履
行
能
力
確
認
調
査
実
施
要
領
」
に
基
づ
き
調
査
基
準
価
格
を
設
け
る
の
で
、
そ
の

調
査
基
準
価
格
を
下
回
る
入
札
が
あ
っ
た
と
き
は
、
入
札
を
保
留
に
し
て
調
査
を
行
い
、
地
方
自
治
法
施
行
令
第

百
六
十
七
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
予
定
価
格
の
範
囲
内
の
価
格
で
最
低
の
価
格
の
入
札
者
を
落
札
者
と

せ
ず
、
予
定
価
格
の
範
囲
内
の
価
格
を
も
っ
て
入
札
し
た
他
の
入
札
者
の
う
ち
最
低
価
格
の
入
札
者
を
落
札
者
と

す
る
こ
と
が
あ
る
。

　

２　

履
行
能
力
確
認
調
査
に
つ
い
て

　
　

㈠ 　

１
の
調
査
基
準
価
格
を
下
回
る
入
札
が
あ
り
、
入
札
が
保
留
に
な
っ
た
と
き
は
、
最
低
価
格
入
札
者
か
ら
の

関
係
資
料
の
提
出
及
び
事
情
聴
取
並
び
に
関
係
機
関
へ
の
照
会
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
最
低
価
格
入
札
者
と

契
約
す
る
こ
と
が
、契
約
の
適
正
履
行
及
び
公
正
な
取
引
の
秩
序
の
観
点
か
ら
支
障
が
な
い
か
調
査（
以
下「
履

行
能
力
確
認
調
査
」
と
い
う
。）
す
る
。

　
　

㈡ 　

具
体
的
な
調
査
方
法
や
最
低
価
格
入
札
者
が
提
出
す
べ
き
資
料
等
、
履
行
能
力
確
認
調
査
に
関
す
る
内
容

は
、「
清
掃
業
務
委
託
に
係
る
履
行
能
力
確
認
調
査
実
施
要
領
」
及
び
「
清
掃
業
務
委
託
履
行
能
力
確
認
調
査
・

審
査
基
準
」
に
規
定
さ
れ
て
お
り
、
宮
城
県
出
納
局
契
約
課
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://w

w
w
.pref.m

iyagi.

jp/soshiki/keiyaku/

）
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

３　

業
務
委
託
費
内
訳
書
に
つ
い
て

　
　

㈠ 　

調
査
基
準
価
格
を
下
回
る
入
札
が
あ
っ
た
と
き
は
、
調
査
基
準
価
格
を
下
回
る
入
札
を
行
っ
た
者
か
ら
入
札

書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
入
札
価
格
に
対
応
し
た
業
務
委
託
費
内
訳
書
の
提
出
を
求
め
る
場
合
が
あ
る
。

　
　

㈡　

業
務
委
託
費
内
訳
書
は
、
書
面
に
よ
り
提
出
す
る
こ
と
。

　
　

㈢　

業
務
委
託
費
内
訳
書
の
様
式
は
任
意
で
あ
る
が
、
最
低
限
数
量
、
単
価
、
金
額
等
を
記
載
す
る
こ
と
。

　

４ 　

調
査
基
準
価
格
を
下
回
る
価
格
で
落
札
さ
れ
た
と
き
の
調
査
協
力
に
つ
い
て　

こ
の
業
務
が
調
査
基
準
価
格
を

下
回
る
価
格
で
落
札
さ
れ
た
と
き
は
、
業
務
の
適
正
な
履
行
を
確
保
す
る
た
め
、
履
行
期
間
中
に
必
要
な
調
査
を

行
う
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
場
合
は
、
業
務
の
受
注
者
は
次
の
と
お
り
調
査
に
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

㈠ 　

受
注
者
は
、
そ
の
業
務
体
制
に
つ
い
て
記
載
し
た
書
類
を
作
成
し
、
宮
城
県
か
ら
そ
の
提
出
を
求
め
ら
れ
た

と
き
は
、
こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

㈡ 　

受
注
者
は
、
業
務
を
行
う
に
当
た
り
仕
様
書
に
基
づ
き
計
画
し
た
内
容
に
つ
い
て
記
載
し
た
書
類
を
作
成

し
、
宮
城
県
か
ら
そ
の
提
出
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

㈢ 　

㈠
及
び
㈡
に
規
定
す
る
書
類
に
つ
い
て
宮
城
県
か
ら
事
情
聴
取
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
こ
れ
に
応
じ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

　

５ 　

長
期
継
続
契
約
に
つ
い
て　

こ
の
業
務
は
、
年
度
当
初
か
ら
業
務
を
開
始
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
地
方
自

治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
及
び
地
方
自
治
法
施
行
令
に
基
づ
き
条
例
で
定
め
た
長
期
継
続
契
約

対
象
業
務
と
し
て
い
る
た
め
、
こ
の
業
務
に
係
る
歳
出
予
算
が
不
成
立
と
な
っ
た
と
き
は
入
札
の
中
止
や
契
約
の

解
除
を
行
う
こ
と
が
あ
る
。

六　

そ
の
他

　

１　

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨　

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨
に
限
る
。

　

２ 　

入
札
保
証
金　

財
務
規
則
第
九
十
七
条
及
び
第
九
十
八
条
並
び
に
入
札
保
証
金
の
免
除
の
特
例
に
関
す
る
規
則

（
平
成
二
十
四
年
宮
城
県
規
則
第
四
十
五
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
。

　

３　

契
約
保
証
金　

財
務
規
則
第
百
十
三
条
及
び
第
百
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
。

　

４ 　

入
札
の
無
効　

本
公
告
に
示
し
た
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
及
び
入
札

者
に
求
め
ら
れ
る
義
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
者
の
し
た
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

　

５ 　

入
札
金
額
の
記
載
方
法　

契
約
金
額
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
八
に
相
当
す
る

消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て

た
金
額
。）
を
加
え
た
金
額
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
業
者
で
あ
る
か

免
税
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
希
望
金
額
の
百
八
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記

載
す
る
こ
と
。

　

６ 　

落
札
者
の
決
定
の
方
法　

財
務
規
則
第
百
条
の
規
定
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
た
予
定
価
格
（
以
下
「
予
定
価
格
」

と
い
う
。）
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
し
た
者
を
落
札
者
と
す
る
。
た
だ
し
、

調
査
基
準
価
格
を
下
回
る
入
札
に
つ
い
て
、
落
札
者
と
な
る
べ
き
者
の
入
札
価
格
に
よ
っ
て
は
、
そ
の
者
に
よ
り

当
該
契
約
の
内
容
に
適
合
し
た
履
行
が
な
さ
れ
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
又
は
そ
の
者
と
契
約
を

締
結
す
る
こ
と
が
公
正
な
取
引
の
秩
序
を
乱
す
こ
と
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
っ
て
著
し
く
不
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
と
き
は
、
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
の
価
格
を
も
っ
て
入
札
し
た
他
の
者
の
う
ち
最
低
の
価
格
を
も
っ
て

入
札
し
た
者
を
落
札
者
と
す
る
こ
と
が
あ
る
。

　

７　

契
約
書
作
成
の
要
否　

要

　

８　

申
請
書
等
の
作
成
に
要
す
る
経
費　

申
請
書
等
を
提
出
す
る
入
札
参
加
希
望
者
の
負
担
と
す
る
。

　

９　

詳
細
は
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

七　

概
要

　

Sum
m
ary
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1

　

N
ature and Q

uantity of Service Required : Cleaning of the M
iyagi M

useum
 of A

rt (1 set)
　

2
　

Period of Im
plem

entation : A
pril 1, 2018 to M

arch 31, 2021
　

3

 　
D
eadline of Bid Selection (by electronic subm

ission system
) : February 14, 2018 (W

ed.), 9
:00 

a.m
. to February 21, 2018 (W

ed.), 5
:00 p.m

.

　

4

 　

D
eadline and Location of Bid Selection (in person) : February 22, 2018 (T

hu.), 3
:00 p.m

. 

Second Bidding Room
, 2nd floor of M

iyagi Prefectural Governm
ent Building

　

5

　

D
eadline of Bid Selection (by m

ail) : February 21, 2018 (W
ed.), 5

:00 p.m
.

　

6

 　

Contact Inform
ation : M

anagem
ent Section, Life-Long Learning D

ivision, Board of Education 

Secretariat, M
iyagi Prefecture 3-8-1 H

oncho, A
oba-ku, Sendai, M

iyagi 980-8423 Japan T
el.: 022-

211-3651

　

7

　

Language and Currency U
sed in Contract Procedures : Japanese and Japanese Y

en only

監
査
委
員

う
に
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
 　
４
月
１
日
に
調
定
す
べ
き
進
路
活
動
用
複
写
機
設
置
使
用
料
に
つ
い
て
，
翌
年
３
月
１
日
に
調
定
し
た
も

の
。

　
　
　
　
　
・
件
数
　
　
　
１
件

　
　
　
　
　
・
調
定
金
額
　
6,930円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
 　
こ
の
よ
う
な
調
定
遅
延
が
今
後
発
生
し
な
い
よ
う
，
過
去
の
監
査
資
料
・
会
計
書
類
等
か
ら
当
該
年
度
に
お

い
て
処
理
す
べ
き
調
定
の
一
覧
表
を
作
成
し
，
そ
れ
を
事
務
室
内
に
掲
示
し
，
処
理
す
る
毎
に
処
理
状
況
を
記

入
し
，
処
理
状
況
を
共
有
す
る
仕
組
み
に
し
た
。

　
　
　
　
そ
の
一
覧
の
作
成
に
よ
り
，
今
年
度
は
処
理
及
び
確
認
が
的
確
に
行
わ
れ
て
い
る
。

〇
宮
城
県
監
査
委
員
告
示
第
4
号

　
地
方
自
治
法
（
昭
和
22年

法
律
第
67号
）
第
199条

第
９
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
し
た
定
期
監
査
結
果
に
つ
い
て
，

宮
城
県
知
事
か
ら
同
条
第
12項
の
規
定
に
よ
り
下
記
の
措
置
を
講
じ
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
，
同
項
の
規
定
に
よ

り
公
表
す
る
。

　
　
平
成
30年
１
月
12日

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
齋
　
　
藤
　
　
正
　
　
美
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
す
 ど
 う
　
　
　
　
　
哲
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
石
　
　
森
　
　
建
　
　
二
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
成
　
　
田
　
　
由
 加
 里
　
　
　

記

１
　
監
査
委
員
の
報
告
日

　
　
平
成
29年
８
月
25日

２
　
通
知
の
あ
っ
た
日

　
　
平
成
29年
10月
31日

３
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容
及
び
措
置
の
内
容

　
⑴
　
人
事
課
・
行
政
管
理
室

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
 　
国
際
経
済
・
交
流
課
に
お
け
る
過
誤
払
返
納
金
の
調
定
に
お
い
て
，
事
務
処
理
の
遅
延
が
認
め
ら
れ
た
の

で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
に
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

〇
宮
城
県
監
査
委
員
告
示
第
3
号

　
地
方
自
治
法
（
昭
和
22年

法
律
第
67号
）
第
199条

第
９
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
し
た
定
期
監
査
結
果
に
つ
い
て
，

宮
城
県
知
事
か
ら
同
条
第
12項
の
規
定
に
よ
り
下
記
の
措
置
を
講
じ
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
，
同
項
の
規
定
に
よ

り
公
表
す
る
。

　
　
平
成
30年
１
月
12日

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
齋
　
　
藤
　
　
正
　
　
美
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
す
 ど
 う
　
　
　
　
　
哲
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
石
　
　
森
　
　
建
　
　
二
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
成
　
　
田
　
　
由
 加
 里
　
　
　

記

１
　
監
査
委
員
の
報
告
日

　
　
平
成
29年
８
月
25日

２
　
通
知
の
あ
っ
た
日

　
　
平
成
29年
10月
31日

３
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容
及
び
措
置
の
内
容

　
⑴
　
仙
台
第
一
高
等
学
校

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
 　
教
育
財
産
の
使
用
許
可
に
係
る
使
用
料
に
お
い
て
，
調
定
遅
延
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
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職
員
の
人
事
異
動
に
伴
う
通
勤
手
当
の
返
納
処
理
に
つ
い
て
，
新
所
属
で
あ
る
人
事
課
が
行
う
事
務
処
理

が
遅
延
し
た
こ
と
に
よ
り
，
旧
所
属
で
あ
る
国
際
経
済
・
交
流
課
に
お
い
て
，
調
定
遅
延
が
生
じ
た
も
の
。

　
　
　
　
　
・
件
数
　
　
　
１
件

　
　
　
　
　
・
調
定
金
額
　
28,970円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
 　
人
事
異
動
に
伴
う
通
勤
経
路
の
変
更
に
よ
り
，
通
勤
手
当
の
返
納
を
要
す
る
転
出
入
者
に
つ
い
て
は
，
リ
ス

ト
化
し
た
上
で
，
処
理
の
進
捗
状
況
を
一
覧
表
に
よ
り
管
理
す
る
こ
と
と
し
た
。

　
　
　
 　
ま
た
，
該
当
職
員
の
旧
（
又
は
新
）
所
属
と
連
絡
を
取
り
合
い
な
が
ら
処
理
の
見
通
し
を
双
方
で
確
認
し
，

遅
延
や
失
念
の
防
止
を
徹
底
す
る
こ
と
と
し
た
。

　
⑵
　
税
務
課
・
地
方
税
徴
収
対
策
室

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
 　
県
税
に
お
い
て
，
収
入
未
済
を
解
消
す
る
努
力
は
見
ら
れ
る
が
，
な
お
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
更
に
適

切
な
徴
収
対
策
を
講
じ
，
税
収
の
確
保
に
努
め
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
・
平
成
28年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 
1,604,680,723円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 
2,576,717,505円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 
4,181,398,228円

　
　
　
　
・
平
成
27年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 
1,735,423,962円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 
3,044,091,239円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 
4,779,515,201円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
 　
平
成
28年
３
月
に
策
定
し
た
「
県
税
滞
納
額
縮
減
対
策
３
か
年
計
画
」
に
基
づ
き
県
税
収
入
未
済
の
縮
減
に

努
め
，
平
成
27年

度
決
算
か
ら
約
５
億
９
千
８
百
万
円
の
縮
減
（
▲
12.5％

）
が
図
ら
れ
た
。
今
後
も
下
記
取

り
組
み
で
更
な
る
収
入
未
済
額
の
縮
減
を
進
め
，
税
収
確
保
に
努
め
て
い
く
。

　
　
　
 　
県
税
収
入
未
済
額
の
約
８
割
を
占
め
る
個
人
県
民
税
に
つ
い
て
は
，
計
画
の
重
点
税
目
と
定
め
，
市
町
村
と

連
携
・
協
働
し
た
縮
減
対
策
を
実
施
す
る
た
め
，
県
税
事
務
所
に
市
町
村
滞
納
整
理
業
務
改
善
支
援
チ
ー
ム
を

設
置
し
，
積
極
的
に
市
町
村
を
支
援
す
る
。

　
　
　
 　
支
援
内
容
と
し
て
は
，
県
税
職
員
が
市
町
村
職
員
の
身
分
を
併
せ
持
つ
併
任
制
度
の
拡
大
の
ほ
か
，
県
に
よ

る
直
接
徴
収
の
実
施
，
特
別
徴
収
の
推
進
な
ど
の
徴
収
対
策
を
継
続
し
て
行
っ
て
い
く
。
ま
た
，
地
方
税
徴
収

対
策
室
に
よ
る
集
中
的
な
滞
納
整
理
も
継
続
す
る
。

　
　
　
 　
個
人
県
民
税
以
外
に
つ
い
て
は
，
適
切
な
財
産
調
査
に
基
づ
き
，
滞
納
処
分
を
中
心
と
し
た
取
組
を
徹
底
す

る
と
と
も
に
，
担
税
力
の
な
い
滞
納
者
に
対
し
て
は
，
納
税
の
緩
和
制
度
を
適
用
す
る
な
ど
，
更
な
る
収
入
未

済
額
の
縮
減
を
図
る
。

　
　
　
 　
税
務
課
に
お
い
て
は
，
各
県
税
事
務
所
の
債
権
管
理
が
適
切
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
，
計

画
に
基
づ
き
定
め
た
縮
減
目
標
及
び
事
業
計
画
の
進
捗
状
況
を
定
期
的
に
把
握
し
，
収
入
未
済
額
の
縮
減
が
進

む
よ
う
指
導
・
助
言
し
て
い
く
。

　
⑶
　
環
境
政
策
課
・
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
室

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
 　
補
助
金
等
精
算
返
還
金
（
平
成
23年
度
産
業
廃
棄
物
再
資
源
化
・
再
生
資
源
利
活
用
設
備
等
整
備
事
業
費
及

び
平
成
24年
度
み
や
ぎ
産
業
廃
棄
物
３
Ｒ
等
推
進
設
備
事
業
に
係
る
返
還
金
）
に
お
い
て
，
収
入
未
済
が
あ
っ

た
の
で
，
収
納
促
進
と
適
切
な
債
権
管
理
を
図
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
・
平
成
28年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

0円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

36,118,000円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

36,118,000円

　
　
　
　
・
平
成
27年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

36,118,000円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

0円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

36,118,000円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
 　
当
該
債
務
者
は
，
既
に
経
営
が
破
綻
し
，
自
力
で
の
再
建
が
困
難
な
状
態
と
な
っ
て
い
る
た
め
，
現
在
，
自

社
の
事
業
や
財
産
の
任
意
整
理
を
鋭
意
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
も
，
２
か
月
に
１
回
程
度
の

頻
度
で
面
談
を
実
施
し
，
資
力
が
確
保
で
き
れ
ば
補
助
金
返
還
に
も
応
じ
る
姿
勢
を
見
せ
て
い
る
こ
と
か
ら
，

引
き
続
き
，
納
付
に
向
け
た
交
渉
を
粘
り
強
く
継
続
し
，
収
納
促
進
に
努
め
て
い
く
。

　
⑷
　
循
環
型
社
会
推
進
課
・
竹
の
内
産
廃
処
分
場
対
策
室

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
 　
特
別
納
付
金
（
産
業
廃
棄
物
最
終
処
分
場
の
行
政
代
執
行
に
係
る
費
用
）
に
お
い
て
，
収
入
未
済
が
あ
っ
た

の
で
，
収
納
促
進
と
適
切
な
債
権
管
理
を
図
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）
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・
平
成
28年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

28,710,603円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

608,266,133円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

636,976,736円

　
　
　
　
・
平
成
27年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

64,654,681円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

544,453,759円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

609,108,440円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
 　
平
成
24年
度
以
降
，
特
別
納
付
金
の
適
正
な
管
理
と
収
入
未
済
額
縮
減
の
た
め
，
銀
行
預
金
等
の
差
押
え
を

行
う
な
ど
，
時
効
の
中
断
と
計
画
的
な
回
収
に
努
め
て
い
る
。

　
　
　
 　
債
務
者
（
不
真
正
連
帯
債
務
者
８
者
）
に
対
し
て
，
文
書
等
で
納
付
を
促
し
て
い
る
が
，
特
に
県
内
在
住
者

に
つ
い
て
は
，
定
期
的
に
自
宅
等
を
訪
問
し
て
納
付
折
衝
を
行
い
，
自
主
的
納
付
を
促
し
て
お
り
，
今
年
度
は

４
月
か
ら
９
月
ま
で
に
，
一
部
納
付
金
と
し
て
428,000円

を
回
収
し
た
。

　
　
　
 　
引
き
続
き
，
粘
り
強
く
債
務
者
に
納
付
を
促
す
交
渉
を
行
っ
て
い
く
ほ
か
，
定
期
的
に
所
得
調
査
及
び
財
産

調
査
な
ど
を
実
施
し
，
新
た
な
財
産
の
発
見
に
努
め
，
必
要
に
応
じ
て
差
押
え
を
行
う
な
ど
，
で
き
る
限
り
債

権
回
収
に
努
め
て
い
く
。

　
　
　
　
平
成
28年
度
収
入
未
済
額
 

636,976,736円
（
Ａ
）
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
収
入
済
額
 

428,000円
（
Ｂ
）
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
不
納
欠
損
額
 

0円
（
Ｃ
）
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
平
成
29年
度
調
定
額
 

28,668,036円
（
Ｄ
）
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
平
成
29年
９
月
末
収
入
未
済
額
 
665,216,772円

（
Ａ
－
Ｂ
－
Ｃ
＋
Ｄ
）

　
⑸
　
子
育
て
支
援
課

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
 　
母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
償
還
金
，
児
童
保
護
費
，
過
誤
払
返
納
金
及
び
児
童
扶
養
手
当
給
付
費
返

還
金
に
お
い
て
，
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
収
納
促
進
と
適
切
な
債
権
管
理
を
図
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
〇
母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
償
還
金

　
　
　
　
　
・
平
成
28年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 
11,418,479円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 
81,540,568円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 
92,959,047円

　
　
　
　
　
・
平
成
27年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 
12,305,948円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 
83,673,066円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 
95,979,014円

　
　
　
　
〇
児
童
保
護
費

　
　
　
　
　
・
平
成
28年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

4,290,180円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 
10,028,060円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 
14,318,240円

　
　
　
　
　
・
平
成
27年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

2,396,940円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 
10,507,990円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 
12,904,930円

　
　
　
　
〇
過
誤
払
返
納
金
（
里
親
委
託
費
）

　
　
　
　
　
・
平
成
28年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

0円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

1,372,994円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

1,372,994円

　
　
　
　
　
・
平
成
27年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

72,000円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

1,300,994円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

1,372,994円

　
　
　
　
〇
児
童
扶
養
手
当
給
付
費
返
還
金

　
　
　
　
　
・
平
成
28年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

168,000円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 
13,021,610円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 
13,189,610円

　
　
　
　
　
・
平
成
27年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

493,860円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 
14,472,070円
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合
　
　
計
 
14,965,930円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
〇
母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
償
還
金

　
　
　
　
 　
母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
の
収
入
未
済
額
に
つ
い
て
は
，
保
健
福
祉
部
全
体
で
取
り
組
む
た
め
に

策
定
し
た
「
意
識
改
革
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
及
び
「
縮
減
方
針
」
に
基
づ
き
，
各
取
組
を
実
施
し
て
き
た
と
こ
ろ

で
あ
る
。

　
　
　
　
 　
部
長
を
ト
ッ
プ
と
し
，
各
事
務
所
長
を
含
め
た
対
策
会
議
で
は
，
縮
減
目
標
の
設
定
の
ほ
か
，
各
事
務
所

の
実
績
評
価
や
進
行
管
理
を
行
い
，
さ
ら
に
，
各
事
務
所
に
お
い
て
は
，
検
討
会
議
等
を
重
ね
，
縮
減
に
向

け
た
対
策
や
取
組
方
針
等
を
定
め
，
本
庁
と
事
務
所
が
一
体
と
な
り
取
り
組
ん
で
き
た
。
そ
の
結
果
，
前
年

度
の
収
入
未
済
額
を
下
回
る
縮
減
が
図
ら
れ
た
こ
と
か
ら
，
今
後
，
縮
減
に
向
け
た
対
策
を
よ
り
一
層
強
化

す
る
と
と
も
に
，
債
権
管
理
シ
ス
テ
ム
を
活
用
し
た
効
率
的
な
債
権
管
理
を
行
い
，
ま
た
，
回
収
困
難
な
案

件
に
対
す
る
サ
ー
ビ
サ
ー
の
利
用
を
取
り
入
れ
な
が
ら
，
収
入
未
済
の
縮
減
に
努
め
て
い
く
。

　
　
　
　
　
・
平
成
28年
度
収
入
未
済
額
 

92,959,047円

　
　
　
　
　
　
収
入
済
額
 

4,996,823円

　
　
　
　
　
　
不
納
欠
損
額
 

0円

　
　
　
　
　
　
平
成
29年
８
月
末
現
在
収
入
未
済
額
 
87,962,224円

　
　
　
〇
児
童
保
護
費

　
　
　
　
　
収
入
未
済
縮
減
に
あ
た
り
児
童
相
談
所
に
対
し
て
，
次
の
と
お
り
助
言
し
た
。

　
　
　
　
　
な
お
，
時
効
に
よ
り
消
滅
し
た
債
権
に
つ
い
て
は
，
引
き
続
き
不
納
欠
損
と
し
て
処
理
し
て
い
く
。

　
　
　
　
　
イ
 　
新
規
に
児
童
を
措
置
す
る
に
当
た
っ
て
は
，
そ
の
保
護
者
に
負
担
金
納
入
の
必
要
性
に
つ
い
て
十
分

な
説
明
を
行
い
，
理
解
を
得
る
こ
と
を
徹
底
す
る
こ
と
。

　
　
　
　
　
ロ
 　
滞
納
が
発
生
し
た
場
合
に
は
，
迅
速
に
納
付
交
渉
を
行
い
，
滞
納
者
か
ら
納
付
で
き
な
い
理
由
を
確

認
す
る
と
と
も
に
，
必
要
な
場
合
に
は
分
割
納
入
を
指
導
，
又
は
徴
収
の
猶
予
を
検
討
す
る
こ
と
。
ま

た
，
定
期
的
な
納
付
指
導
を
継
続
す
る
こ
と
。

　
　
　
　
　
ハ
 　
職
員
を
現
金
取
扱
員
と
し
て
一
部
納
付
金
の
受
領
を
認
め
る
よ
う
に
す
る
な
ど
，
個
々
の
実
態
に
合

わ
せ
た
納
入
促
進
対
策
を
行
う
こ
と
。

　
　
　
　
　
ニ
 　
滞
納
者
の
子
で
あ
る
児
童
の
保
護
に
支
障
が
な
い
こ
と
が
確
認
で
き
る
場
合
は
，
滞
納
処
分
も
視
野

に
入
れ
，
財
産
調
査
を
実
施
す
る
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
・
平
成
28年
度
収
入
未
済
額
 

14,318,240円

　
　
　
　
　
　
　
収
入
済
額
 

400,300円

　
　
　
　
　
　
　
不
納
欠
損
額
 

0円

　
　
　
　
　
　
　
平
成
29年
８
月
末
現
在
収
入
未
済
額
 
13,917,940円

　
　
　
〇
過
誤
払
返
納
金
（
里
親
委
託
費
）

　
　
　
　
 　
過
誤
払
返
納
金
の
あ
っ
た
東
部
児
童
相
談
所
で
は
，
引
き
続
き
返
納
対
象
者
に
対
し
督
促
を
行
う
ほ
か
，

関
係
機
関
と
連
携
し
状
況
確
認
を
行
っ
た
。

　
　
　
　
 　
新
た
な
過
誤
払
返
納
金
が
生
じ
な
い
よ
う
里
親
の
状
況
把
握
を
慎
重
に
行
う
こ
と
及
び
返
納
対
象
者
の
財

産
状
況
の
把
握
に
努
め
な
が
ら
分
割
納
入
等
の
指
導
を
す
る
よ
う
，
再
度
助
言
し
た
。

　
　
　
　
　
・
平
成
28年
度
収
入
未
済
額
 

1,372,994円

　
　
　
　
　
　
収
入
済
額
 

0円

　
　
　
　
　
　
不
納
欠
損
額
 

0円

　
　
　
　
　
　
平
成
29年
８
月
末
現
在
収
入
未
済
額
 

1,372,994円

　
　
　
〇
児
童
扶
養
手
当
給
付
費
返
還
金

　
　
　
　
 　
特
別
滞
納
整
理
期
間
（
７
月
及
び
12月
）
を
設
け
，
平
成
29年
度
に
お
い
て
も
，
７
月
に
集
中
督
促
を
行

い
，
一
括
で
の
返
還
が
難
し
い
債
務
者
に
は
，
分
割
納
入
や
債
務
承
認
書
等
の
説
明
・
手
続
き
を
行
っ
た
。

　
　
　
　
　
ま
た
，
市
町
村
と
連
携
し
て
支
払
差
止
の
処
理
を
行
う
な
ど
，
返
還
金
発
生
の
未
然
防
止
に
努
め
た
。

　
　
　
　
　
・
平
成
28年
度
収
入
未
済
額
 

13,189,610円

　
　
　
　
　
　
収
入
済
額
 

431,120円

　
　
　
　
　
　
不
納
欠
損
額
 

0円

　
　
　
　
　
　
平
成
29年
８
月
末
現
在
収
入
未
済
額
 
12,758,490円

　
⑹
　
障
害
福
祉
課

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
 　
予
算
管
理
に
お
い
て
，
適
正
さ
を
欠
い
た
も
の
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
に
対
策
を
講

じ
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
〇
 　
歳
出
予
算
に
つ
い
て
，
地
方
自
治
法
で
原
則
的
に
禁
止
さ
れ
て
い
る
「
各
項
の
間
」
の
流
用
が
あ
っ
た

も
の
。

　
　
　
　
　
・
流
用
元
　
第
３
款
　
第
１
項
　
第
７
目

　
　
　
　
　
・
流
用
先
　
第
３
款
　
第
２
項
　
第
５
目

　
　
　
　
　
・
流
用
額
　
681,812円

　
　
　
　
〇
 　
障
害
児
施
設
の
工
事
に
伴
う
予
算
に
つ
い
て
，
補
正
予
算
へ
の
増
額
計
上
を
失
念
し
た
こ
と
に
よ
り
，

予
算
額
を
超
え
た
執
行
が
行
わ
れ
た
も
の
。

　
　
　
　
　
・
不
足
予
算
額
　
762,960円
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ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
 　
平
成
29年
８
月
25日
付
け
の
総
務
部
長
通
知
「
歳
出
予
算
の
流
用
に
つ
い
て
」
を
踏
ま
え
，
あ
ら
た
め
て
予

算
の
適
正
な
管
理
・
執
行
に
関
す
る
課
員
へ
の
注
意
喚
起
を
行
っ
た
ほ
か
，
予
算
執
行
に
係
る
補
助
簿
の
作
成

や
内
部
統
制
の
徹
底
な
ど
を
図
り
，
今
後
機
能
の
追
加
が
予
定
さ
れ
て
い
る
会
計
シ
ス
テ
ム
の
活
用
等
と
あ
わ

せ
て
再
発
防
止
に
努
め
て
い
く
。

　
⑺
　
経
済
商
工
観
光
総
務
課
・
富
県
宮
城
推
進
室
・
企
業
復
興
支
援
室

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
 　
中
小
企
業
等
グ
ル
ー
プ
施
設
等
復
旧
整
備
補
助
金
返
還
金
に
お
い
て
，
収
入
未
済
を
解
消
す
る
努
力
は
見
ら

れ
る
が
，
な
お
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
更
に
収
納
促
進
と
適
切
な
債
権
管
理
を
図
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
・
平
成
28年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

5,361,111円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

624,132,558円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

629,493,669円

　
　
　
　
・
平
成
27年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

16,822,765円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

624,132,558円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

640,955,323円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
 　
現
年
分
収
入
未
済
の
２
法
人
に
つ
い
て
は
，
平
成
28年
に
破
産
手
続
き
が
開
始
さ
れ
，
補
助
金
で
取
得
し
た

財
産
の
処
分
に
よ
る
換
価
が
必
要
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
承
認
し
，
返
還
金
の
納
付
を
命
令
し
た
が
，
配
当
手
続

未
了
の
た
め
未
収
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
今
後
，
債
権
者
集
会
に
参
加
す
る
な
ど
，
破
産
手
続
き
の
動
向
を

注
視
し
て
い
く
。

　
　
　
 　
ま
た
，
不
正
受
給
案
件
で
あ
る
１
法
人
の
収
入
未
済
に
つ
い
て
は
，
納
付
指
導
や
経
営
状
況
の
把
握
に
努
め

て
き
た
が
，
平
成
28年
11月
に
破
産
手
続
き
が
開
始
さ
れ
た
こ
と
か
ら
，
破
産
手
続
き
の
動
向
を
注
視
し
な
が

ら
，
国
と
も
協
議
し
対
応
を
検
討
し
て
い
く
。

　
⑻
　
雇
用
対
策
課

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
 　
補
助
金
等
精
算
返
還
金
及
び
過
誤
払
返
納
金
に
お
い
て
，
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
収
納
促
進
と
適
切
な

債
権
管
理
を
図
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
〇
補
助
金
等
精
算
返
還
金
（
雇
用
維
持
奨
励
金
及
び
事
業
復
興
型
雇
用
創
出
助
成
金
）

　
　
　
　
　
・
平
成
28年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 
64,518,000円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

1,105,938円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 
65,623,938円

　
　
　
　
　
・
平
成
27年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

517,000円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

588,938円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

1,105,938円

　
　
　
　
〇
過
誤
払
返
納
金
（
事
業
復
興
型
雇
用
創
出
助
成
金
）

　
　
　
　
　
・
平
成
28年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 
12,912,000円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

4,494,000円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 
17,406,000円

　
　
　
　
　
・
平
成
27年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

4,544,000円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

0円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

4,544,000円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
〇
補
助
金
等
精
算
返
還
金

　
　
　
　
 　
事
業
復
興
型
雇
用
創
出
助
成
金
分
に
つ
い
て
は
，
収
入
未
済
事
業
者
か
ら
納
付
誓
約
及
び
分
割
納
付
計
画

を
徴
し
，
納
付
を
促
す
と
と
も
に
債
権
管
理
に
努
め
て
い
る
。
業
績
不
振
，
経
営
悪
化
等
に
よ
り
，
計
画
ど

お
り
履
行
さ
れ
て
い
な
い
事
業
者
に
つ
い
て
は
，
定
期
的
に
面
談
を
行
い
，
経
営
状
況
等
を
聴
取
す
る
と
と

も
に
納
付
を
指
導
し
て
い
る
。
ま
た
，
連
絡
を
取
り
合
う
こ
と
が
困
難
な
事
業
者
に
つ
い
て
は
，
代
表
者
宅

の
訪
問
や
資
産
調
査
を
実
施
し
て
い
る
。

　
　
　
　
 　
雇
用
維
持
奨
励
金
の
平
成
28年

度
過
年
度
分
588,938円

に
つ
い
て
は
，
債
務
者
に
対
し
平
成
25年
12月

20日
付
け
で
奨
励
金
588,938円

の
交
付
決
定
取
消
・
返
還
命
令
を
行
っ
て
い
る
が
，
平
成
29年
８
月
４
日

か
ら
破
産
手
続
が
開
始
さ
れ
た
こ
と
か
ら
，
状
況
を
注
視
し
て
い
る
。
平
成
29年
10月
23日
に
財
産
状
況
報

告
集
会
・
計
算
報
告
集
会
・
破
産
手
続
廃
止
に
関
す
る
意
見
聴
取
の
た
め
の
集
会
が
開
か
れ
る
予
定
で
あ
る
。

　
　
　
〇
過
誤
払
返
納
金

　
　
　
　
 　
上
記
，
事
業
復
興
型
雇
用
創
出
助
成
金
分
と
同
様
に
，
適
切
に
債
権
管
理
及
び
納
付
指
導
等
を
行
っ
て
い
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。

　
　
　
　
 　
破
産
申
し
立
て
を
行
っ
た
事
業
者
に
つ
い
て
，
破
産
手
続
き
が
開
始
さ
れ
た
旨
裁
判
所
か
ら
通
知
が
あ
っ

た
た
め
，
債
権
届
出
書
を
提
出
す
る
と
と
も
に
，
債
権
者
集
会
へ
の
出
席
を
予
定
し
て
い
る
。

　
　
　
　
 　
今
後
と
も
，
適
正
な
審
査
に
努
め
る
こ
と
は
も
と
よ
り
，
疑
わ
し
い
事
案
に
つ
い
て
は
必
要
に
応
じ
現
地

調
査
を
実
施
す
る
等
厳
正
に
対
処
す
る
こ
と
に
よ
り
，
過
誤
を
発
生
さ
せ
な
い
よ
う
努
め
て
い
く
。

　
⑼
　
国
際
経
済
・
交
流
課
・
海
外
ビ
ジ
ネ
ス
支
援
室

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
 　
過
誤
払
返
納
金
に
お
い
て
，
調
定
遅
延
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
に
対
策
を
講
じ
ら
れ

た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
　
職
員
の
人
事
異
動
に
伴
う
通
勤
手
当
の
返
納
処
理
に
つ
い
て
，
調
定
遅
延
が
生
じ
た
も
の
。

　
　
　
　
　
・
件
数
　
　
　
１
件

　
　
　
　
　
・
調
定
金
額
　
28,970円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
 　
人
事
異
動
に
伴
っ
て
返
納
が
生
じ
る
職
員
を
リ
ス
ト
化
し
，
お
お
む
ね
２
か
月
を
目
処
に
新
所
属
に
お
け
る

特
例
計
算
報
告
書
の
提
出
状
況
を
確
認
し
，
調
定
遅
延
の
防
止
を
図
る
こ
と
と
し
た
。

　
⑽
　
農
林
水
産
経
営
支
援
課

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
 　
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
金
違
約
金
に
お
い
て
，
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
収
納
促
進
と
適
切
な

債
権
管
理
を
図
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
・
平
成
28年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

8,917,407円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

0円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

8,917,407円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
 　
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
金
に
つ
い
て
は
，
収
入
未
済
額
の
縮
減
に
向
け
て
，
債
務
者
へ
の
電
話
連

絡
や
訪
問
面
談
に
よ
り
資
産
や
生
活
状
況
等
を
把
握
し
，
地
方
振
興
事
務
所
と
も
連
携
し
な
が
ら
債
権
の
回
収

に
努
め
て
き
た
。
当
該
案
件
は
，
平
成
28年
度
に
お
い
て
，
資
産
売
却
に
よ
り
延
滞
金
元
金
を
一
括
償
還
し
，

そ
れ
に
伴
い
違
約
金
（
13,594,630円

）
が
発
生
し
た
も
の
で
あ
る
が
，
そ
の
後
継
続
し
て
面
談
等
に
よ
る
納

入
指
導
を
行
っ
た
結
果
，
年
度
内
に
違
約
金
の
一
部
（
4,677,223円

）
の
償
還
を
得
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
　
　
 　
今
後
も
電
話
連
絡
や
面
談
等
に
よ
り
経
済
状
況
を
見
極
め
な
が
ら
納
入
指
導
を
継
続
し
，
収
納
促
進
を
図
っ

て
い
く
が
，
延
滞
者
は
，
経
営
不
振
に
加
え
東
日
本
大
震
災
の
原
発
事
故
の
影
響
に
よ
り
更
に
経
営
が
悪
化
し
，

収
入
も
乏
し
く
，
高
齢
者
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
償
還
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
，
債
権
放

棄
も
視
野
に
入
れ
な
が
ら
今
後
の
対
応
を
検
討
し
て
い
く
。

　
　
　
　
平
成
28年
度
違
約
金
調
定
額
 
13,594,630円

　
　
　
　
収
入
済
額
 

4,677,223円

　
　
　
　
収
入
未
済
額
 

8,917,407円

　
⑾
　
住
宅
課
・
復
興
住
宅
整
備
室

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
 　
県
営
住
宅
使
用
料
及
び
県
営
住
宅
駐
車
場
使
用
料
に
お
い
て
，
収
入
未
済
を
解
消
す
る
努
力
は
見
ら
れ
る

が
，
な
お
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
更
に
収
納
促
進
と
適
切
な
債
権
管
理
を
図
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
〇
県
営
住
宅
使
用
料

　
　
　
　
　
・
平
成
28年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 
19,723,719円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 
29,704,018円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 
49,427,737円

　
　
　
　
　
・
平
成
27年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 
15,141,480円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 
35,612,802円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 
50,754,282円

　
　
　
　
〇
県
営
住
宅
駐
車
場
使
用
料

　
　
　
　
　
・
平
成
28年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

1,689,200円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

1,760,500円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

3,449,700円

　
　
　
　
　
・
平
成
27年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

1,421,950円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

2,084,520円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

3,506,470円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容
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平
成
28年
６
月
に
「
県
営
住
宅
滞
納
家
賃
等
縮
減
推
進
の
取
組
に
つ
い
て
（
平
成
28年
度
～
平
成
32年
度
）」

を
策
定
し
，
更
な
る
滞
納
家
賃
等
の
縮
減
に
向
け
，
初
期
滞
納
者
へ
の
早
期
対
応
や
長
期
滞
納
者
へ
の
法
的
対

処
等
を
含
め
重
点
的
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

　
　
　
 　
県
営
住
宅
の
管
理
業
務
を
委
託
し
て
い
る
宮
城
県
住
宅
供
給
公
社
と
の
連
絡
調
整
会
議
を
毎
月
開
催
し
，
滞

納
整
理
の
実
施
状
況
や
収
納
状
況
等
を
把
握
し
な
が
ら
，
滞
納
発
生
に
対
す
る
早
期
の
対
応
を
指
示
す
る
と
と

も
に
，
滞
納
が
長
期
化
し
て
い
る
案
件
に
つ
い
て
は
法
的
な
対
処
も
視
野
に
入
れ
な
が
ら
，
対
応
方
針
に
つ
い

て
個
々
に
協
議
及
び
検
討
し
，
対
策
を
講
じ
て
い
る
。

　
　
　
イ
　
重
点
的
な
取
組
事
項

　
　
　
　
ａ
　
入
居
者
へ
の
取
組

　
　
　
　
　
⒜
　
初
期
滞
納
者
（
１
～
２
か
月
）
へ
の
取
組
強
化
（
拡
充
）

　
　
　
　
　
⒝
　
法
的
措
置
に
よ
る
厳
正
な
対
処
（
継
続
）

　
　
　
　
　
⒞
　
収
入
申
告
の
徹
底
（
継
続
）

　
　
　
　
　
⒟
　
生
活
保
護
受
給
者
の
代
理
納
付
の
利
用
拡
大
（
継
続
）

　
　
　
　
　
⒠
　
連
帯
保
証
人
に
対
す
る
対
応
の
強
化
（
継
続
）

　
　
　
　
ｂ
　
退
去
者
へ
の
取
組

　
　
　
　
　
⒜
　
民
間
債
権
回
収
業
者
（
サ
ー
ビ
サ
ー
）
の
活
用
（
継
続
）

　
　
　
　
　
⒝
　
法
的
措
置
に
よ
る
厳
正
な
対
処
（
継
続
）

　
　
　
　
　
⒞
　
連
帯
保
証
人
に
対
す
る
対
応
の
強
化
（
継
続
）

　
⑿
　
高
校
教
育
課

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
 　
高
等
学
校
等
育
英
奨
学
資
金
貸
付
金
償
還
金
に
お
い
て
，
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
収
納
促
進
と
適
切
な

債
権
管
理
を
図
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
・
平
成
28年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

75,275,305円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

130,011,143円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

205,286,448円

　
　
　
　
・
平
成
27年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

69,198,456円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

89,517,912円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

158,716,368円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
 　
収
入
未
済
額
を
縮
減
す
る
た
め
，
未
納
者
に
対
し
，
督
促
状
を
送
付
し
，
さ
ら
に
未
納
額
総
額
の
納
付
催
告

書
を
郵
送
す
る
ほ
か
，
電
話
に
よ
り
督
促
し
て
い
る
。

　
　
　
 　
今
年
度
か
ら
は
，
６
か
月
以
上
未
納
の
方
に
対
し
て
，
未
納
額
総
額
の
納
付
催
告
書
を
保
証
人
へ
送
付
す
る

な
ど
取
組
を
強
化
し
て
い
る
。

　
　
　
 　
経
済
的
事
情
等
に
よ
り
償
還
が
困
難
な
場
合
は
，
償
還
猶
予
の
申
請
を
案
内
し
，
新
た
な
収
入
未
済
を
抑
制

す
る
と
同
時
に
収
入
未
済
分
の
償
還
に
努
め
て
も
ら
っ
て
い
る
。
ま
た
，
一
括
納
付
が
困
難
な
場
合
は
毎
月
の

償
還
へ
上
乗
せ
す
る
分
割
納
付
を
可
能
と
し
償
還
を
促
し
て
い
る
。

　
　
　
 　
平
成
28年

度
に
お
い
て
，
過
年
度
の
収
入
未
済
の
う
ち
，
28,705,225円

を
回
収
し
，
収
入
未
済
額
の
縮
減

に
努
め
た
。

　
⒀
　
警
察
本
部

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
 　
損
害
賠
償
金
，
放
置
違
反
金
及
び
延
滞
金
に
お
い
て
，
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
収
納
促
進
と
適
切
な
債

権
管
理
を
図
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
〇
損
害
賠
償
金

　
　
　
　
　
・
平
成
28年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

2,278,800円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 
20,064,744円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 
22,343,544円

　
　
　
　
　
・
平
成
27年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

2,842,560円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 
17,668,184円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 
20,510,744円

　
　
　
　
〇
放
置
違
反
金

　
　
　
　
　
・
平
成
28年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

3,291,000円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

6,080,000円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

9,371,000円

　
　
　
　
　
・
平
成
27年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

4,917,000円
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過
年
度
分
 

7,818,000円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 
12,735,000円

　
　
　
　
〇
延
滞
金
（
放
置
違
反
金
に
係
る
延
滞
金
）

　
　
　
　
　
・
平
成
28年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

464,500円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

1,062,100円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

1,526,600円

　
　
　
　
　
・
平
成
27年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

712,900円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

997,400円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

1,710,300円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
〇
損
害
賠
償
金

　
　
　
　
イ
　
電
話
に
よ
る
納
付
促
進

　
　
　
　
　
　
電
話
に
よ
る
納
付
催
促
を
実
施
し
た
。

　
　
　
　
ロ
　
分
割
納
付
・
一
部
現
金
に
よ
る
債
権
の
回
収

　
　
　
　
　
 　
生
活
困
窮
等
の
理
由
で
一
括
納
付
が
で
き
な
い
債
務
者
に
対
し
て
は
，
一
部
現
金
納
付
に
よ
り
債
権
を

回
収
し
た
。

　
　
　
　
ハ
　
分
割
納
付
者
に
対
す
る
指
導

　
　
　
　
　
 　
分
割
納
付
者
の
う
ち
，
納
付
が
滞
り
が
ち
と
な
っ
て
い
る
債
務
者
に
対
し
て
は
，
電
話
に
よ
る
納
付
指

導
を
実
施
し
た
。

　
　
　
　
　
　
平
成
28年
度
収
入
未
済
額
の
処
理
状
況

　
　
　
　
　
　
　
平
成
28年
度
収
入
未
済
額
 

22,343,544円

　
　
　
　
　
　
　
収
入
済
額
 

2,396,000円

　
　
　
　
　
　
　
不
納
欠
損
額
 

0円

　
　
　
　
　
　
　
平
成
29年
９
月
末
現
在
収
入
未
済
額
 
19,947,544円

　
　
　
〇
放
置
違
反
金
及
び
延
滞
金

　
　
　
　
イ
　
臨
戸
訪
問
に
よ
る
現
金
徴
収
（
自
主
納
付
）
の
強
化

　
　
　
　
　
 　
督
促
・
催
促
後
の
滞
納
者
及
び
所
在
不
明
者
，
連
絡
が
取
れ
な
い
者
に
対
し
て
は
綿
密
な
各
種
照
会
と

追
跡
調
査
を
徹
底
し
，
積
極
的
に
臨
戸
訪
問
を
実
施
し
て
自
主
納
付
を
促
す
と
と
も
に
現
金
徴
収
を
行
っ

た
。

　
　
　
　
ロ
　
電
話
催
促
に
よ
る
自
主
納
付
の
推
進

　
　
　
　
　
 　
督
促
後
も
滞
納
し
て
い
る
者
に
対
し
て
は
，
電
話
催
促
専
任
の
非
常
勤
職
員
２
名
に
よ
る
早
期
の
電
話

催
促
を
実
施
し
，
自
主
納
付
を
促
し
た
。

　
　
　
　
ハ
　
滞
納
処
分
の
実
施

　
　
　
　
　
 　
再
三
の
催
告
に
応
じ
な
い
滞
納
者
に
つ
い
て
は
，
財
産
調
査
を
徹
底
し
預
貯
金
債
権
の
差
押
え
等
の
滞

納
処
分
を
実
施
し
た
。

　
　
　
　
　
　
平
成
28年
度
収
入
未
済
額
の
処
理
状
況
（
放
置
違
反
金
）

　
　
　
　
　
　
　
平
成
28年
度
収
入
未
済
額
 

9,371,000円

　
　
　
　
　
　
　
収
入
済
額
 

2,067,000円

　
　
　
　
　
　
　
不
納
欠
損
額
 

0円

　
　
　
　
　
　
　
平
成
29年
９
月
末
現
在
収
入
未
済
額
 

7,304,000円

　
　
　
　
　
　
平
成
28年
度
収
入
未
済
額
の
処
理
状
況
（
放
置
違
反
金
に
係
る
延
滞
金
）

　
　
　
　
　
　
　
平
成
28年
度
収
入
未
済
額
 

　
1,526,600円

　
　
　
　
　
　
　
収
入
済
額
 

262,300円

　
　
　
　
　
　
　
不
納
欠
損
額
 

0円

　
　
　
　
　
　
　
平
成
29年
９
月
末
現
在
収
入
未
済
額
 

1,264,300円

　
⒁
　
警
察
本
部

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
 　
補
助
金
の
実
績
報
告
書
に
お
い
て
，
不
適
正
な
取
扱
い
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
に
対

策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
〇
 　
補
助
金
に
つ
い
て
，
実
績
報
告
書
の
提
出
が
遅
れ
た
こ
と
に
よ
り
，
会
計
年
度
内
に
概
算
払
い
の
精
算

が
行
わ
れ
ず
，
補
助
金
の
返
還
に
伴
う
調
定
が
翌
年
度
に
な
っ
た
も
の
。

　
　
　
　
　
・
件
数
　
　
１
件

　
　
　
　
　
・
返
納
額
　
474,164円

　
　
　
　
〇
　
補
助
金
の
実
績
報
告
書
に
つ
い
て
，
引
き
続
き
提
出
期
限
が
守
ら
れ
て
い
な
い
も
の
が
あ
っ
た
も
の
。

　
　
　
　
　
・
件
数
　
　
３
件

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
 　
補
助
金
交
付
団
体
に
対
し
，
適
正
な
予
算
執
行
と
と
も
に
，
実
績
報
告
書
の
早
期
作
成
を
指
示
し
，
今
後
に

お
い
て
は
期
限
内
に
報
告
を
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
。


